
明
代
兀
者
衛
に
関
す
る
研
究

河

内

良

弘

一　【
要
約
】
　
卜
者
勝
人
は
、
明
代
の
松
花
江
流
域
に
住
ん
だ
ツ
ン
グ
…
ス
系
部
族
の
一
種
で
あ
る
。
兀
者
衛
に
関
す
る
記
録
は
、
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
遺
存

　
せ
ず
、
た
だ
朝
鮮
世
宗
二
十
一
年
（
一
四
三
九
）
正
月
、
都
児
也
と
い
う
兀
者
衛
人
が
朝
鮮
に
来
朝
し
、
そ
の
さ
い
の
発
雷
が
『
李
朝
聴
罪
実
録
』
に
記

縫
叢
誌
黙
難
蝶
蝿
纏
鰭
駕
舞
耀
雛
藤
織
瞳
肌
薦
驚
難
戦
塞
　
塑

　
四
章
以
下
で
は
、
兀
者
衛
人
の
牧
畜
、
婚
姻
、
結
納
、
婚
期
、
逆
縁
結
婚
、
樹
上
葬
の
系
譜
等
に
つ
き
考
察
し
、
生
活
様
式
、
こ
と
に
葬
送
形
式
お
よ
び
　
｝

　
住
地
の
近
似
性
か
ら
、
明
代
の
兀
者
聖
人
が
近
世
の
赫
墨
型
と
系
譜
的
に
連
ら
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
推
定
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
五
八
登
号
一
九
蓋
年
百
…

海
西
女
直
に
つ
い
て

明代兀者衛に関する研究（河内）

　
中
国
の
東
北
地
方
は
、
古
く
は
ツ
ン
グ
ー
ス
系
諸
部
族
の
住
地
で
あ
っ
て
、
歴
史
時
代
に
入
り
、
高
句
麗
、
渤
海
、
金
等
の
諸
王
朝
が
、
つ

ぎ
つ
ぎ
と
彼
等
に
よ
り
建
設
さ
れ
た
。
し
か
し
金
国
が
滅
ぶ
と
、
金
国
治
下
の
ツ
ン
グ
ー
ス
族
は
各
地
に
分
散
し
、
政
治
的
未
統
榊
の
ま
ま
明

代
に
到
る
。
明
で
は
永
楽
帝
が
女
真
人
の
来
朝
者
を
優
遇
し
た
た
め
、
多
数
の
ツ
ン
グ
ー
ス
諸
部
族
が
朝
貢
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
部
族
内

部
で
の
政
治
的
混
乱
は
、
明
一
代
を
通
じ
て
つ
づ
い
た
。
こ
う
し
た
ツ
ン
グ
ー
ス
人
等
を
、
明
国
人
は
、
三
つ
に
区
別
し
て
理
解
し
、
朝
鮮
東

北
境
か
ら
吉
林
省
南
部
地
方
に
住
む
女
真
人
を
各
州
女
直
と
呼
び
、
松
花
江
流
域
に
住
む
ツ
ン
グ
ー
ス
部
族
を
海
西
女
直
と
呼
び
、
建
州
女
直

に
も
海
西
女
直
に
も
属
さ
ず
、
黒
龍
江
や
鞍
二
河
流
域
に
住
む
人
々
を
、
い
さ
さ
か
の
侮
蔑
を
こ
め
て
野
人
女
直
と
呼
ん
だ
。
本
稿
で
と
り
あ
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げ
る
兀
者
衛
は
、
そ
の
海
西
女
直
中
の
一
部
族
で
あ
る
。

　
海
西
と
い
う
語
は
、
金
代
に
は
現
わ
れ
な
い
。
こ
の
語
は
、
元
代
に
起
源
を
も
つ
も
の
で
、
　
『
元
史
』
に
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
ω
　
本
紀
巻
＝
一
、
世
祖
九
、
総
元
二
十
年
五
月
置
寅
。
立
海
霧
遼
東
厳
刑
按
察
司
、
按
治
女
直
水
量
達
部
。
②
　
巻
八
六
、
百
官
志
二
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

粛
政
廉
訪
司
、
国
初
立
提
三
浦
察
司
四
道
（
中
略
）
　
（
至
言
）
二
十
年
（
中
略
）
以
女
直
之
地
、
置
海
西
遼
東
道
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヵ
　
　
ぬ
　
　
へ

　
③
　
本
紀
巻
一
五
、
世
祖
一
二
、
至
元
二
十
五
年
二
月
壬
戌
。
省
遼
東
海
門
道
提
刑
按
察
司
、
入
北
京
。
ω
　
巻
八
六
、
百
官
志
二
、
粛
政

廉
訪
司
、
国
初
立
提
刑
按
察
司
四
道
（
至
元
）
二
十
五
年
、
罷
海
西
遼
東
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
㈲
　
本
紀
巻
二
五
、
仁
宗
二
、
延
祐
二
年
五
月
庚
午
。
立
海
西
遼
東
鷹
嘉
納
声
嚢
。
千
歯
政
院
。
⑥
　
巻
八
八
、
百
官
志
州
、
海
西
遼
東
恰

思
窄
等
処
、
鷹
坊
諸
色
人
匠
怯
怜
口
万
戸
府
。
秩
正
三
品
。
達
魯
花
赤
一
員
。
万
戸
一
員
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
⑦
　
本
紀
巻
四
二
、
順
帝
五
、
至
正
十
一
年
夏
四
月
庚
子
。
罷
重
病
遼
東
道
巡
防
露
盗
所
。

　
ω
と
②
、
③
と
ω
、
⑤
と
⑥
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
消
息
を
本
紀
と
百
官
志
と
に
別
け
て
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
に
よ
れ
ば
、

海
部
遼
東
と
い
う
語
は
、
極
刑
按
察
使
、
童
坊
万
戸
府
と
い
っ
た
官
衙
名
の
前
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
語
は
使
わ
れ
た
最
初
か
ら
役
所
的

で
あ
っ
て
、
金
代
に
こ
の
言
葉
の
見
え
ぬ
こ
と
を
考
え
る
と
、
恐
ら
く
元
の
世
祖
時
代
の
為
政
者
等
が
、
便
宜
的
に
作
っ
た
地
域
名
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ろ
う
。
海
事
と
い
う
語
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
昭
和
十
六
年
、
白
鳥
庫
吉
氏
が
「
海
西
女
真
に
就
い
て
」
に
お
い
て
考
究
さ
れ
、
金
を
意
味
す

る
ρ
巨
の
音
訳
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
し
か
し
さ
し
た
る
理
由
も
な
く
ρ
醒
の
語
頭
に
H
音
が
付
き
、
鉱
繊
が
頃
鉱
臨
と
な
る
も
の
か
ど
う
か

疑
閥
に
思
わ
れ
る
。
元
々
に
は
ま
た
海
東
、
海
北
、
海
南
の
語
も
存
す
る
か
ら
、
海
西
の
語
が
案
出
さ
れ
た
と
し
て
も
、
不
自
然
で
は
な
い
。

　
元
代
に
お
け
る
海
西
の
範
囲
は
、
前
掲
史
料
ω
に
「
寒
菅
女
直
水
球
達
部
」
と
見
え
る
か
ら
、
今
の
松
花
江
か
ら
牡
丹
江
、
豆
満
江
流
域
に

及
ぶ
広
い
地
域
に
わ
た
っ
て
い
た
。
『
元
史
』
で
は
海
西
の
語
は
、
順
帝
の
至
正
十
一
年
以
後
に
は
現
わ
れ
な
い
が
、
『
大
明
太
祖
実
録
』
巻
一

五
三
、
楽
劇
十
六
年
四
月
置
亥
に
「
故
砂
海
西
堂
丞
阿
魯
灰
、
一
人
至
遼
東
、
願
内
灘
」
と
あ
る
か
ら
、
元
朝
の
官
衙
で
は
、
元
朝
末
期
ま
で

使
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
明
代
に
お
い
て
「
海
西
」
の
語
の
現
わ
れ
る
最
初
の
事
例
と
も
な
っ
て
い
る
。
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明代兀者衛に関する研究（河内）

　
明
代
の
宮
衙
で
も
、
た
と
え
ば
『
大
明
太
祖
実
録
』
巻
一
九
〇
、
洪
武
二
十
一
年
五
月
葦
簾
に
「
命
俺
得
迷
失
等
、
往
遼
東
海
西
等
処
、
招

撫
夷
民
、
各
賜
衣
物
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
海
西
の
語
は
、
元
代
の
そ
れ
が
踏
襲
さ
れ
た
。
た
だ
そ
の
地
域
は
、
元
代
の
そ
れ
よ
り
狭
め
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
い
る
。
箭
内
一
肌
氏
の
研
究
「
元
明
時
代
の
満
洲
交
通
路
」
に
よ
れ
ば
、
　
『
大
明
一
統
志
』
巻
八
九
、
女
直
山
川
の
条
に
「
松
花
江
（
中
略
）

至
海
西
与
混
同
江
合
、
東
流
入
チ
海
」
と
あ
る
か
ら
、
明
代
の
海
溝
の
地
域
は
、
今
の
伯
都
留
（
新
城
府
）
付
近
も
含
ん
で
い
た
。
又
『
遼
東

志
』
の
「
海
西
西
陸
路
」
の
第
一
潜
熱
州
は
今
の
殊
勲
店
で
あ
り
、
　
「
海
西
東
水
陸
城
鈷
」
の
第
二
姑
阿
鍋
河
は
、
今
の
阿
勒
楚
喀
で
あ
る
か

ら
、
広
義
の
海
西
は
、
今
の
松
花
江
・
伊
通
男
合
流
点
付
近
を
中
心
と
し
て
、
西
は
鰍
江
口
、
東
は
瑚
爾
喀
江
口
に
至
る
間
を
指
す
、
と
さ
れ

て
い
る
。

　
朝
鮮
の
史
書
に
も
「
習
慣
」
の
文
字
は
現
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
『
李
朝
世
宗
実
録
』
に
よ
れ
ば
、
十
六
年
十
一
月
辛
丑
に
「
通
事
韓
徳
生
、

回
自
遼
東
日
、
鎮
撫
王
罵
言
、
甲
西
羅
至
愚
使
人
言
日
」
と
あ
り
、
二
十
一
年
八
月
目
辰
に
「
通
事
金
轡
、
回
自
京
師
啓
、
遼
東
人
言
、
海
西

野
人
智
達
達
将
籏
朝
鮮
」
と
見
え
、
二
十
五
年
十
一
月
己
未
に
門
今
回
自
京
師
者
言
、
野
州
衛
野
人
筆
海
西
急
撃
同
謀
」
と
示
さ
れ
る
如
く
で

あ
る
。
し
か
し
そ
の
内
容
に
立
入
っ
て
検
討
を
加
え
る
と
、
海
開
の
語
は
、
明
国
に
旅
し
た
朝
鮮
使
節
が
、
遼
東
地
方
で
語
ら
れ
た
言
葉
を
、

そ
の
ま
ま
本
国
に
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
明
国
人
は
こ
の
地
方
を
称
し
て
海
西
と
呼
ん
だ
が
、
、
女
真
人
自
身
は
忽
刺
温
（
鍛
田
琶
）
と
い
っ
た
。
そ
し
て
李
朝
の
人
士
も
彼
等
を
忽
刺

温
・
火
熱
温
と
称
し
て
い
る
。
　
『
李
朝
実
録
』
で
は
、
太
宗
十
一
年
二
月
丙
申
の
条
に
「
猛
幕
帖
木
児
型
弟
沙
富
来
云
、
湖
刺
温
兀
難
平
恵
与

他
野
人
来
侵
」
と
見
え
る
の
が
、
忽
刺
温
の
初
見
で
あ
る
が
、
朝
鮮
で
は
以
後
一
貫
し
て
こ
の
呼
称
を
踏
襲
し
て
い
る
。
忽
刺
温
は
金
代
に
も

湖
る
こ
と
の
で
き
る
古
語
で
、
　
『
金
製
』
巻
四
、
煕
宗
本
紀
、
天
春
九
年
十
一
月
癸
巳
に
「
上
覧
断
髪
刺
渾
土
温
」
と
見
え
る
。
元
代
に
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
地
方
の
記
事
は
現
わ
れ
な
い
。
明
国
人
の
忽
刺
温
の
用
例
は
、
和
田
清
氏
も
指
摘
さ
れ
た
如
く
、
混
雑
を
極
め
、
初
期
に
は
黒
龍
江
流
域
ま

で
を
指
し
、
奴
児
干
地
方
ま
で
含
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
の
ち
海
温
と
ほ
ぼ
同
地
域
を
指
す
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
に
到
っ
た
。

　
①
白
鳥
罐
吉
「
海
西
女
真
に
就
い
て
」
『
白
鳥
庫
吉
全
集
』
第
五
巻
、
昭
和
四
十
　
　
五
年
九
月
刊
、
岩
波
馨
店
、
四
三
五
ー
ー
四
五
〇
頁
。
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②
　
箭
内
〃
亘
「
元
明
時
代
の
満
洲
交
通
路
」

年
五
h
月
刊
、
轟
九
善
、
　
四
四
六
買
。

『
満
湖
歴
史
地
理
』
第
二
巻
、
大
正
二

③
和
田
清
「
明
初
の
満
洲
経
略
」

月
、
東
洋
文
庫
、
三
四
五
頁
。

『
葉
亜
史
研
究
』
満
洲
篇
、
昭
和
三
十
年
十
二

（118） 118

二
　
兀
者
衛
に
つ
い
て

　
異
者
衛
の
名
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
遼
代
に
は
兀
惹
・
同
舎
、
金
代
に
は
烏
鷺
改
・
質
的
改
野
人
・
艦
熱
、
元
代
に
は
吾
者
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

人
な
ど
と
呼
ば
れ
た
部
族
と
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
池
内
宏
氏
「
鉄
利
考
」
お
よ
び
日
野
開
三
郎
氏
「
兀
惹
部
の
発
展
」
に
よ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ば
、
遼
代
で
の
彼
等
の
本
拠
は
黒
龍
江
省
南
部
の
東
京
城
地
方
で
あ
っ
た
と
い
い
、
和
田
清
氏
「
兀
惹
考
」
に
よ
れ
ば
、
遼
代
の
兀
惹
は
、
唐

代
の
黒
水
鯨
遡
の
飼
畜
で
あ
り
、
黒
龍
江
下
流
域
に
居
住
し
て
お
り
、
こ
れ
が
後
の
兀
的
改
・
撰
者
・
兀
者
で
あ
っ
た
。
明
代
兀
者
女
直
の
住

地
は
、
西
は
呼
蘭
河
流
域
か
ら
、
東
は
海
難
流
域
に
及
び
、
小
樹
安
嶺
の
南
斜
面
に
当
る
松
花
江
流
域
は
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
彼
等
は
今
月
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ゴ
ル
デ
ィ
（
赫
哲
）
と
同
様
の
部
族
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
た
。
凌
単
声
氏
は
『
松
花
江
下
游
的
赫
哲
族
』
に
お
い
て
、
金
史
地
理
志
の
一
文

「
金
之
壌
地
封
彊
。
東
極
吉
里
迷
・
兀
的
改
諸
野
人
密
宗
」
を
引
き
、
畜
墨
引
は
○
壼
導
一
、
兀
的
改
は
赫
哲
（
0
9
3
で
あ
る
。
語
音
が
相

近
き
の
み
な
ら
ず
、
地
理
的
分
布
も
亦
は
な
は
だ
し
く
相
即
す
、
と
し
て
い
る
。
わ
た
く
し
の
こ
の
論
稿
の
目
的
の
一
も
、
兀
者
衛
人
が
今
日

の
ツ
ン
グ
ー
ス
族
中
の
何
部
族
に
果
る
か
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
結
果
的
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
学
説
を
補
強
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。

　
元
代
宋
期
の
吾
者
野
人
の
首
長
は
糊
羊
恰
と
い
う
人
物
で
、
至
正
十
三
年
、
来
朝
し
た
こ
と
が
『
元
史
』
に
「
遼
東
糊
羊
恰
及
期
米
困
尤
赤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

尤
等
五
十
六
名
吾
者
野
人
、
心
皮
貨
来
降
。
給
糊
羊
喩
等
三
人
銀
牌
一
面
、
管
領
三
者
野
人
」
と
記
る
さ
れ
る
。
明
代
に
入
り
、
洪
武
二
十
年

十
二
月
、
西
陽
恰
と
い
う
野
人
部
将
が
百
三
十
四
人
の
部
下
と
共
に
遼
策
に
来
降
し
た
。
西
陽
恰
は
糊
羊
吟
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。
こ
の
兀

者
女
直
の
大
辛
西
陽
恰
は
、
洪
武
工
十
八
年
、
明
国
総
兵
探
題
興
の
率
い
る
大
軍
に
よ
り
、
討
伐
を
受
け
た
。
薄
徳
・
景
誠
・
曇
勝
の
率
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

明
の
遠
征
軍
は
、
今
の
恰
爾
賓
北
方
の
呼
蘭
・
鞍
化
・
巴
彦
・
海
倫
地
方
に
転
戦
し
、
そ
の
足
跡
は
松
花
江
南
の
賓
県
に
ま
で
及
ん
だ
。
当
時
の
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兀
者
野
人
の
生
活
圏
は
、
こ
の
明
国
軍
の
足
跡
に
よ
り
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
や
が
て
永
楽
帝
の
治
世
と
な
る
と
、
女
真
諸
部
族
に
対
す
る
政
策
の
転
換
が
な
さ
れ
、
諸
部
族
を
招
撫
し
、
明
解
に
貢
献
せ
し
め
る
こ
と
と

な
り
、
女
真
文
の
勅
諭
が
各
地
に
送
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
呼
び
か
け
に
応
じ
、
永
楽
元
年
十
二
月
、
西
陽
喩
・
鎖
失
脚
が
本
国
に
来
朝
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

兀
者
衛
の
設
立
と
な
っ
た
。
　
「
衛
」
は
本
来
明
国
の
官
衙
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
軍
国
か
ら
官
員
を
派
遣
せ
ず
、
女
真
人
の
首
長
を
「
衛
」

の
長
に
任
じ
、
首
長
の
在
地
の
特
権
を
認
め
つ
つ
、
彼
等
を
明
国
の
行
政
機
構
学
に
組
織
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
西
陽
恰
は
、
そ
の
後
い
く
ば
く
も
な
く
死
亡
し
た
ら
し
く
、
兀
者
衛
の
家
督
は
鎖
失
恰
・
捏
兀
的
・
刺
塔
等
に
よ
り
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

そ
し
て
永
楽
二
年
二
月
に
は
、
脱
脱
臭
を
首
長
と
す
る
兀
者
左
衛
が
、
永
楽
二
年
十
月
に
は
那
海
を
首
長
と
し
た
兀
者
右
衛
お
よ
び
叉
不
善
尼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

を
首
長
と
す
る
兀
者
後
衛
等
が
、
曝
者
衛
か
ら
埋
設
さ
れ
、
ま
た
正
統
八
年
四
月
、
兀
野
冊
の
都
督
刺
塔
の
弟
析
居
の
た
め
、
成
討
温
衛
が
分

　
　
　
⑭

設
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
衛
の
細
分
化
は
豪
族
の
割
拠
す
る
宇
内
の
複
雑
な
事
情
と
、
家
督
相
継
穂
の
争
に
起
因
す
る
混
乱
を
反
映
し
て
い
る
。

　
兀
者
衛
人
は
、
朝
鮮
世
篭
二
十
一
年
（
正
統
四
年
）
正
月
、
は
じ
め
て
朝
鮮
に
来
朝
し
、
貴
重
な
記
録
を
残
し
た
。
兀
者
衛
人
来
朝
の
い
き
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

つ
は
、
す
で
に
別
稿
に
述
べ
た
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
世
宗
十
四
年
以
降
、
北
辺
に
来
憲
す
る
忽
刺
温
へ
の
対
策
に
困
じ
た
朝
鮮
国
政

府
が
、
和
解
の
使
者
を
忽
測
温
地
方
に
送
り
、
そ
の
呼
び
か
け
に
応
じ
、
世
宗
十
九
年
八
月
、
ま
ず
嘔
越
河
衛
・
肥
車
衛
が
使
節
を
朝
鮮
に
送

り
、
以
後
七
年
間
、
朝
鮮
・
忽
刺
回
国
に
国
交
が
開
か
れ
た
。
兀
老
衛
人
の
来
朝
は
、
こ
の
間
前
後
四
回
に
及
ぶ
が
、
そ
の
最
初
の
来
朝
老
都

児
也
は
、
朝
鮮
国
政
府
の
も
と
め
に
応
じ
て
質
問
に
答
え
、
次
の
よ
う
な
記
録
を
後
世
に
伝
え
た
。
　
『
李
朝
下
多
実
録
』
巻
八
四
、
二
十
一
年

正
月
己
丑
の
条
に
、
次
の
よ
う
に
記
る
さ
れ
る
。

　
北
平
館
報
礼
曹
日
、
軽
士
温
無
知
恰
巨
峯
衛
指
揮
食
事
都
児
型
言
、
本
鋼
管
下
人
一
三
臼
六
十
余
戸
、
軍
数
一
千
余
名
。
蓮
東
三
日
程
、
有
色

割
児
大
山
。
灘
北
平
心
無
人
。
遙
西
不
知
里
数
、
有
達
磨
謙
徳
処
衛
・
朶
細
論
等
衛
。
西
南
間
十
日
程
、
有
開
原
衛
。
東
南
間
三
十
日
程
、
乃

是
朝
鮮
国
会
寧
府
。
大
抵
本
土
所
産
、
猿
鹿
居
多
、
熊
虎
次
之
。
土
豹
子
鼠
又
次
之
。
牛
馬
則
四
時
常
放
草
野
、
惟
所
騎
馬
、
飼
以
蕊
豆
、
若

乏
蕊
豆
、
切
薄
樺
肉
、
与
水
魚
飼
之
。
其
婚
礼
、
女
生
十
歳
、
前
審
家
群
婚
、
後
十
年
三
次
莚
宴
、
二
次
贈
牛
馬
各
一
、
雌
蝶
十
七
八
乃
成
婚
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市

礼
。
父
死
嬰
竿
立
、
兄
亡
、
嬰
轟
轟
。
雪
知
恰
則
父
母
死
、
藩
学
髪
、
其
轟
轟
二
品
、
以
為
慰
服
。
遣
其
叢
叢
大
樹
、
就
最
下
宰
馬
、
而
食
僧

門
、
張
皮
愚
筆
脚
、
掛
之
。
兼
置
生
番
所
倣
弓
箭
。
不
平
食
肉
、
但
百
日
之
内
、
不
食
禽
獣
。
頭
目
女
真
則
火
葬
、
皮
冠
頂
上
綴
白
鷹
布
、
前

回
面
目
、
後
垂
於
肩
、
働
穿
直
身
衣
、
毎
遇
七
七
日
、
野
牛
或
馬
、
煮
肉
、
以
祭
、
徹
而
食
之
。

　
明
一
代
を
通
じ
、
兀
者
衛
に
関
す
る
記
録
で
こ
れ
程
詳
細
な
も
の
は
、
こ
の
外
に
は
な
い
。
そ
し
て
都
児
也
の
話
題
は
、
兀
老
衛
の
位
置
、

家
畜
、
婚
礼
、
葬
祭
な
ど
、
生
活
の
周
辺
に
も
及
び
、
当
時
の
人
々
の
風
俗
を
知
る
上
に
貴
重
な
根
本
資
料
を
、
わ
れ
わ
れ
に
提
供
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
わ
た
く
し
は
都
児
也
の
語
る
と
こ
ろ
に
即
し
、
兀
看
衛
人
の
生
活
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
い
。

①
　
池
内
宏
「
鉄
利
考
」
　
『
十
二
史
研
究
』
中
世
一
　
昭
和
八
年
十
月
、
岡
書
院
、

　
　
五
－
一
七
七
頁
。

②
　
日
野
開
三
郎
「
兀
惹
部
の
発
展
」
　
『
史
淵
』
第
2
9
・
3
0
・
3
1
・
3
2
巻
、
昭
和
十

　
八
－
二
〇
年
。

③
　
和
m
田
漕
…
「
兀
惹
考
」
　
『
山
歩
¶
皿
史
研
究
』
満
洲
鱗
胴
、
　
一
四
一
－
一
晶
ハ
○
頁
。

④
　
凌
純
声
『
松
花
江
下
游
的
赫
哲
族
』
上
・
下
、
国
立
中
央
研
究
院
歴
史
諾
言
研

　
究
所
刊
、
一
九
三
四
年
、
南
京
。

⑤
『
元
史
』
巻
四
三
、
順
帝
六
、
至
正
十
三
年
六
月
癸
卯
。

⑥
　
　
『
大
明
太
祖
実
録
』
巻
一
　
三
九
、
洪
武
二
十
八
年
六
月
辛
目
。
和
田
清
「
明
初

　
の
満
洲
経
略
」
　
『
東
亜
史
研
…
究
』
満
洲
篇
、
三
二
五
頁
。

⑦
　
　
『
大
明
太
宗
実
録
』
巻
二
五
、
永
楽
元
年
十
二
月
辛
巴
。

⑧
『
大
明
太
宗
実
録
』
巻
二
六
、
永
楽
二
年
二
月
丙
戌
。

⑨
　
『
大
明
太
宗
田
印
』
巻
三
一
、
永
楽
一
一
年
十
月
辛
未
。

⑩
『
大
明
英
宗
実
録
』
巻
｝
〇
三
、
正
統
八
年
夏
四
月
丙
午
。

＠
　
拙
稿
「
忽
刺
温
兀
猷
恰
の
朝
鮮
貿
易
」
　
『
朝
鮮
学
報
』
第
五
九
輯
・
第
穴
一
輯
、

　
昭
眉
和
四
十
・
六
年
。
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三
　
兀
者
衛
の
位
置

　
兀
者
衛
の
戸
数
、
位
置
に
つ
き
、
都
児
也
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
本
衛
管
下
人
三
百
六
十
余
勢
、
軍
数
一
千
余
名
。
麺
東
三
筆
意
、
有
色
割
児
大
山
。
蓮
北
平
術
無
人
。
蓮
西
不
知
里
数
、
菊
達
塵
阿
徳
処

　
循
・
朶
忽
論
等
衛
。
西
南
間
十
日
程
、
有
開
原
衛
。
東
南
間
三
十
日
程
、
乃
是
朝
鮮
国
会
寧
府
。

　
こ
こ
で
注
目
に
価
す
る
の
は
、
兀
者
衛
の
西
南
十
日
程
に
開
原
衛
が
あ
り
、
東
南
三
十
日
程
に
、
道
守
国
会
寧
府
が
存
し
た
と
い
う
記
事
で

あ
ろ
う
。
開
原
は
、
明
の
永
楽
四
年
三
月
、
女
真
・
兀
良
恰
と
の
交
易
の
た
め
馬
市
が
開
設
さ
れ
、
女
真
貿
易
の
中
枢
と
し
て
栄
え
た
城
街
で
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あ
り
、
会
寧
は
、
朝
鮮
世
宗
十
六
年
十
二
月
、
都
護
府
に
昇
格
せ
し
め
ら
れ
た
朝
鮮
東
北
鎮
護
の
要
衝
で
あ
り
、
と
も
に
現
在
そ
の
位
置
は
あ

き
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
二
所
を
基
点
と
し
て
考
察
を
進
め
れ
ば
、
癩
者
衛
の
位
置
も
或
程
度
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
ず
当
時
の
吉
林
省
地
方
で
の
、
人
の
一
日
の
歩
行
距
離
を
問
題
と
し
た
い
。
朝
鮮
世
祖
十
デ
年
（
閉
．
成
歯
元
年
）
五
月
、
濠
州
女
直
か
ら

朝
鮮
に
逃
来
し
た
明
前
人
称
波
面
が
、
質
問
に
答
え
た
中
に
「
童
倉
家
、
在
二
王
出
家
西
北
三
日
程
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
「
日
行
五
十
里
、
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

余
話
、
出
軍
六
百
余
名
」
と
注
記
し
て
あ
る
。
注
記
は
明
国
人
悪
尉
右
の
発
言
に
即
し
て
な
さ
れ
た
か
ら
、
こ
こ
に
所
謂
「
里
」
は
、
明
国
の

尺
度
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日
置
五
十
里
と
あ
る
が
、
当
地
は
山
間
部
で
あ
る
か
ら
、
平
野
部
で
の
行
程
は
や
や
伸
び
る
で
あ
ろ
う
。

　
清
朝
の
高
士
奇
の
『
面
従
東
巡
日
録
』
巻
下
に
よ
れ
ば
、
康
煕
二
十
一
年
二
月
十
五
日
、
第
二
次
東
巡
の
旅
に
出
た
聖
祖
は
、
山
海
関
、
盛

京
（
奉
天
）
、
興
京
を
経
て
吉
林
に
入
り
、
四
月
七
日
（
甲
申
）
、
吉
林
を
出
発
し
、
奉
天
に
向
け
南
下
し
、
十
四
日
（
辛
卯
）
、
宏
遠
墾
雷
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
入
り
、
十
五
日
（
壬
辰
）
、
開
原
頚
城
に
入
り
三
道
舗
（
三
懸
濁
）
に
駐
曝
し
、
四
月
十
六
日
、
鉄
嶺
を
経
、
盛
京
城
に
帰
還
し
た
。
吉
林

か
ら
開
原
に
到
る
距
離
は
、
後
に
示
す
『
盛
京
通
志
』
巻
一
七
、
絹
漉
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
五
百
五
十
五
里
で
あ
る
。
康
熈
帝
の
一
行
は
、
こ

の
と
き
吉
林
開
原
問
を
八
日
間
で
通
過
し
た
か
ら
、
一
日
の
行
程
は
平
均
六
十
九
里
、
約
七
十
里
と
な
る
。

　
高
士
奇
は
、
康
無
風
の
第
二
次
東
下
に
随
行
し
、
全
行
程
七
十
九
日
間
に
わ
た
り
、
一
日
も
休
ま
ず
詳
細
な
記
録
を
留
め
、
の
ち
に
こ
の
記

録
は
『
塵
従
東
巡
日
録
』
と
し
て
世
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
同
書
に
よ
り
、
奉
天
・
苦
林
間
の
旅
程
を
閲
す
る
に
、
三
月
九
日
、
奉
天
を

出
た
聖
祖
一
行
は
、
撫
順
、
薩
爾
瀞
山
を
経
て
永
陵
に
詣
で
、
鉄
嶺
県
境
に
入
り
、
柳
条
薫
辛
を
越
え
、
北
進
し
、
三
月
二
十
五
日
、
吉
林
に

到
着
し
た
。
所
要
日
数
は
十
七
日
。
各
一
臼
の
行
程
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
十
里
あ
り
、
五
十
里
、
七
十
里
、
九
十
五
里
あ
り
、
一
定
し
な
い
が
、

平
均
す
れ
ば
六
十
四
里
と
な
る
。

園
里
亀
山
の
研
究
『
金
●
世
宗
の
「
東
巡
」
麹
に
よ
れ
ば
・
世
宗
莫
定
二
＋
四
隻
月
＋
一
首
・
燕
京
を
発
ち
・
＋
八
暴
つ
い
や

’
し
、
千
二
百
六
十
五
里
の
行
程
を
踏
破
し
、
四
月
二
日
、
広
寧
府
（
北
鎮
県
）
に
達
し
た
。
ま
た
許
充
宗
の
『
豆
苗
行
程
録
』
に
あ
っ
て
も
、

燕
京
か
ら
広
寧
の
顕
州
ま
で
は
十
八
日
程
で
あ
り
、
清
の
乾
物
帝
以
降
の
東
巡
に
お
い
て
も
、
燕
京
・
広
寧
間
は
十
八
日
の
旅
程
で
あ
っ
た
こ
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／農
高

　　

@　
@　
@　
@　
@　
@　

　　

C

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ 図

、
忌』

＼

楓海
龍

∠

馬
脳
街
雄

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
の
一
日

平
均
行
程
は
、
約
七
十
里
で
あ
る
。
従
っ
て
以
上

に
考
察
し
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
歴
史
時
代
の
吉
林

省
・
遼
寧
省
地
方
の
旅
行
者
の
一
日
の
平
均
的
行

程
は
、
約
七
十
里
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
地
方

を
旅
行
し
た
兀
者
衛
人
の
足
ど
り
も
、
ほ
ぼ
こ
れ

に
準
じ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
結
論
を
先
に
示
す
と
、
わ
た
く
し
は
三
者
衛
は

今
罠
の
吉
林
省
鳥
拉
鎮
（
鳥
拉
街
）
、
す
な
わ
ち

清
朝
時
代
に
打
牲
烏
拉
と
呼
ば
れ
た
城
街
付
近
に

存
し
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
の
一
は
、
烏

拉
丁
が
ほ
ぼ
開
原
東
北
十
日
程
の
地
に
在
る
こ
と

で
あ
る
。
『
盛
京
通
志
』
巻
一
七
、
駅
姑
の
条
に

は
、
盛
京
省
内
の
駅
靖
間
の
距
離
が
記
る
さ
れ
る

が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
開
原
・
吉
林
間
の
里
程
は
、

次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
開
原
姑
－
五
十
五
里
1
棉
花
街
姑
i
四
十

　
　
里
一
葉
赫
姑
i
八
十
里
－
黒
爾
蘇
姑
－
六
十

　
　
里
一
斗
爾
灘
陸
墨
爾
姑
（
大
孤
山
姑
）
一
六
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十
里
一
一
把
単
姑
（
駅
馬
姑
）
i
六
十
里
一
路
鞍
下
（
隻
亡
霊
）
一
五
十
里
一
衣
児
学
士
i
七
十
里
…
捜
登
姑
（
蘇
飛
型
）
！
七
十
璽
一

　
　
泥
汁
喩
姑
一
十
里
1
吉
臨
烏
鋼
－
五
十
里
1
哲
松
姑
（
金
周
俄
仏
洛
姑
）
…
六
十
里
一
好
蘭
河
姑
。

　
『
柳
辺
紀
略
』
巻
二
に
は
、
闇
原
・
吉
林
間
の
里
程
を
、
次
の
よ
う
に
記
る
し
て
い
る
。

　
　
開
原
県
十
五
里
至
開
原
姑
、
十
五
里
至
善
早
春
威
樹
帯
門
、
四
十
里
野
口
花
街
、
五
十
里
盃
也
合
字
、
五
十
里
至
火
焼
嶺
、
三
十
里
至
黒

　
　
而
蘇
姑
、
三
十
里
薄
畳
孤
山
、
四
十
里
至
大
孤
山
、
三
十
五
里
至
易
暑
中
、
二
十
五
里
至
一
把
旦
、
二
十
五
里
至
石
頭
河
、
三
十
五
里
至

　
　
寺
門
河
、
六
十
里
至
酒
面
門
、
二
十
里
物
証
舞
、
三
十
里
至
一
拉
翼
、
二
十
里
酒
盛
登
、
二
十
里
至
水
拾
、
三
里
至
小
水
恰
、
五
十
里
至

　
　
船
廠
。

　
開
原
・
吉
林
間
の
里
程
を
総
計
す
れ
ば
、
　
『
盛
京
通
志
』
に
よ
れ
ば
五
百
五
十
五
里
、
　
『
柳
辺
紀
略
』
に
よ
れ
ば
五
百
九
十
三
里
と
な
る
。

先
に
述
べ
た
如
く
清
の
聖
祖
は
、
こ
の
間
を
八
日
間
で
通
過
し
た
。
一
日
の
速
度
は
七
十
里
前
後
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
七
十
里
（
日
本
の
約

十
里
）
あ
る
い
は
八
十
里
の
行
程
は
、
皇
帝
の
巡
幸
時
の
み
な
ら
ず
、
普
通
の
人
間
の
三
九
月
間
の
馬
行
一
B
の
距
離
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
、

楊
賓
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
　
『
柳
辺
紀
略
」
巻
三
に
曰
く
、

　
　
辺
隅
着
替
、
柏
去
遠
近
不
一
。
或
百
里
、
或
百
芸
西
、
或
七
八
十
里
。
然
所
謂
七
八
十
里
者
、
三
九
月
間
、
亦
必
走
馬
寛
日
置
得
到
。

　
開
原
か
ら
吉
林
ま
で
、
普
通
の
人
間
で
八
日
を
要
す
る
。
吉
林
か
ら
烏
嘉
言
ま
で
一
β
乃
至
一
日
半
で
行
く
と
す
れ
ば
、
開
原
・
烏
拉
鎮
間

は
、
ほ
ぼ
十
日
程
と
な
る
。

　
理
由
の
二
は
、
兀
者
衛
の
都
指
揮
環
勝
寄
が
、
明
国
の
勅
命
に
よ
り
、
吉
林
を
督
議
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
　
『
遼
東
志
』
巻
九
、
外
志
、

外
郡
の
条
に
、
次
の
よ
う
に
記
る
さ
れ
る
。

　
　
建
州
。
論
叢
松
花
江
、
風
土
稽
類
開
原
。
江
上
有
河
。
日
穏
禿
。
深
山
多
産
松
木
。
国
朝
湿
無
籍
千
。
於
此
造
船
。
乗
流
至
海
西
。
装
載

　
　
賞
喪
。
浮
江
而
下
。
直
抵
其
地
。
有
勅
、
令
兀
者
衛
都
指
揮
墳
勝
監
督
守
。

　
建
州
は
、
元
明
時
代
に
お
け
る
吉
林
の
地
名
で
あ
っ
て
、
寄
州
女
直
の
名
も
こ
の
地
に
由
来
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
夙
に
大
正
二
年
、
箭
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乾　隆　内　府　輿

　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

内
意
氏
が
「
満
洲
に
於
け
る
元
の
音
域
」
に
お
い
て
『
大
元
一
書
志
』
の

「
京
（
上
京
）
之
南
日
建
州
、
西
日
賓
州
」
お
よ
び
「
混
同
江
、
俗
呼
松

阿
隠
江
、
源
出
長
白
、
北
流
経
旧
建
州
西
五
十
里
、
会
諸
水
、
東
北
流
、

経
故
上
京
、
下
達
五
国
頭
城
北
、
又
東
北
注
於
海
」
等
の
史
料
を
紹
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

し
、
詳
論
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
和
田
清
氏
も
「
明
初
の
満
洲
経
略
」

に
お
い
て
、
建
州
が
三
児
干
経
営
の
根
拠
地
で
あ
り
、
副
寺
衛
の
都
指
揮

珍
勝
嵜
の
守
る
所
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
ぜ
ら
れ
た
。

　
吉
林
の
督
守
を
命
ぜ
ら
れ
た
預
勝
寄
（
ω
。
あ
げ
曾
α
q
由
。
）
は
、
『
大
明
英
宗

実
録
』
巻
三
五
、
正
統
二
年
冬
十
月
戊
午
の
条
に
「
兀
者
衛
故
都
指
揮
鎖

升
恰
下
男
斡
朶
苦
（
中
略
）
各
回
朝
貢
馬
三
方
物
」
ど
記
る
さ
れ
る
鎖
升

恰
（
ω
◎
－
ω
ま
轟
5
ρ
）
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
か
ら
兀
者
衛
は
吉
林
か
、
も

し
く
は
吉
林
の
近
傍
に
所
在
し
た
に
違
い
な
い
。
遠
隔
の
地
に
在
る
者

に
、
吉
林
守
備
を
下
命
す
る
は
ず
は
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と

も
項
勝
嵜
は
三
者
死
都
指
揮
で
は
な
く
、
実
は
兀
者
左
衛
都
指
揮
で
は
な

か
っ
た
か
と
の
疑
問
も
残
る
。
『
大
明
太
宗
実
録
』
巻
一
〇
八
、
永
楽
十
五

年
十
二
月
壬
寅
に
「
三
者
左
衛
都
指
揮
鎖
升
恰
等
来
朝
貢
馬
賜
贋
有
婦
」

と
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
鎖
升
恰
が
兀
者
左
衛
人
で
あ
っ
て
も
、

兀
者
左
衛
は
吉
林
も
し
く
は
吉
林
近
傍
に
所
在
し
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の

本
衛
た
る
兀
老
衛
も
、
吉
林
近
傍
に
所
在
し
た
蓋
然
性
は
高
く
な
る
。
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騰、鋸盤萎　
沁壷

辱
遷

・
鍵
鷹
　
愛
～

摩
｛
蜜
ギ
、

饗

簾
嚢

，
翼

　
　
φ

，
菱
垂
つ

じ

遠
糧

、
；着

棄
饗

　
　
　
亀
”
コ

　
応

董
蓬

清内府一統輿地秘図（康熈輿図）

　
理
由
の
薫
は
、
都
児
也
の
所
謂
「
色
割
児
大
山
」
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。
色
割
児
（
m
W
①
一
一
内
O
l
①
目
プ
）
は
、
満
洲
語
ω
Φ
げ
Φ
ユ
の
音
譜
と
思
わ
れ
る
。

。・

m
①
「
＝
萎
〔
智
は
、
そ
び
え
立
つ
山
の
意
で
、
本
来
普
通
名
詞
で
は
あ
る

が
、
こ
の
場
合
は
隠
者
循
付
近
に
所
在
す
る
山
を
指
す
固
有
の
名
称
と
考

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ま
『
清
内
府
一
統
輿
地
秘
図
』
世
に
所
謂
『
康
煕

輿
図
』
に
よ
れ
ば
、
〇
三
鐸
巳
巴
げ
0
8
霞
の
東
北
、
○
首
器
O
o
♂
8
σ
q
憎

饗
旨
琶
の
東
方
に
ω
①
げ
⑦
鼠
高
畠
は
存
す
る
。
こ
の
地
は
『
弁
才
内
府

輿
図
』
の
「
色
黒
里
喩
達
」
に
相
当
し
、
そ
し
て
こ
の
山
は
正
し
く
布
特

鷺
烏
頼
和
屯
（
b
ご
暮
冨
巳
巴
財
0
8
謬
）
の
東
方
に
当
る
。
ま
た
康
熈
版
『
盛

京
通
志
』
巻
九
、
山
川
の
条
に
「
二
黒
力
山
、
　
（
烏
剛
）
城
東
北
一
百
二

十
里
、
高
二
百
五
十
歩
、
週
囲
十
里
」
と
記
る
さ
れ
、
　
『
大
隠
一
統
志
』

巻
四
五
、
吉
林
、
山
川
の
条
に
「
塞
赫
哩
山
、
在
城
東
北
一
百
二
十
里
、

周
十
里
」
と
示
さ
れ
、
　
『
吉
林
通
志
』
巻
一
八
、
山
川
の
条
に
「
塞
赫

哩
山
、
（
吉
林
府
）
城
東
北
一
百
二
十
里
、
周
十
里
」
と
見
え
る
。
こ
れ

ら
は
す
べ
て
色
黒
里
恰
達
に
つ
い
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
色
黒
里
吟

達
が
現
在
の
何
山
に
当
る
か
は
問
題
も
あ
ろ
う
が
、
　
『
康
煕
輿
図
』
に
示

さ
れ
る
位
置
か
ら
考
え
る
と
、
現
在
の
太
平
山
（
一
〇
五
六
米
）
に
当
る
か

と
思
う
。

　
以
上
に
述
べ
た
理
由
に
よ
り
、
わ
た
く
し
は
清
書
に
布
特
恰
烏
頼
和
屯
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と
か
打
牲
烏
拉
な
ど
と
呼
ば
れ
、
現
在
は
鳥
重
鎮
と
呼
ば
れ
る
小
都
市
の
周
辺
に
、
明
代
の
編
者
衛
の
本
拠
が
存
し
た
と
考
え
る
。
こ
の
鳥
拉

鎮
に
は
、
明
代
中
期
以
降
、
清
朝
初
期
に
到
る
ま
で
呼
笛
四
部
の
一
の
二
心
部
の
本
城
が
存
し
た
。
鳥
軸
部
は
、
明
代
の
山
山
前
衛
の
後
畜

で
あ
る
か
ら
、
学
者
浮
人
と
は
系
譜
的
に
連
続
し
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鳥
拉
部
が
こ
の
地
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
末
に

切
煽
愈
愈
が
烏
拉
部
を
従
え
、
先
住
民
で
あ
る
回
者
衛
人
を
追
放
し
、
も
し
く
は
服
属
せ
し
め
、
導
者
善
人
の
本
拠
を
奪
っ
た
か
ら
で
あ
る
と

思
う
。
烏
拉
部
が
こ
の
地
に
住
む
よ
う
に
な
る
ま
で
の
経
緯
は
『
満
洲
実
録
』
巻
一
に
、
次
の
よ
う
に
記
る
さ
れ
る
。

　
　
d
笹
部
の
本
の
名
は
口
口
ぼ
口
、
姓
は
雲
霞
㊤
、
の
ち
q
笹
河
岸
に
国
を
置
い
た
の
で
、
国
の
名
を
d
㌶
と
い
っ
た
。
d
す
国
の
始
祖

　
　
は
属
㊤
o
皆
巳
戸
賭
餌
。
ま
已
β
に
生
ま
れ
た
の
は
ω
ρ
昌
σ
q
σ
q
嘗
ρ
口
U
o
｝
0
9
ω
窓
σ
q
α
q
貯
騨
昌
U
o
吾
○
鼠
に
生
ま
れ
た
も
の
は
Q
好
ρ
日
鋳
騨

　
　
ω
o
甘
σ
q
戸
O
ぐ
ρ
旨
ρ
吋
ρ
ω
o
譜
σ
q
β
に
生
ま
れ
た
も
の
は
Q
り
鼠
ε
§
の
巳
け
§
に
生
ま
れ
た
も
の
は
U
巳
σ
q
抄
U
巳
σ
q
一
に
生
ま
れ
た
も
の
は

　
　
囚
①
。
・
貯
Φ
∪
巳
∬
○
暮
魚
甘
饗
ロ
・
囚
①
ω
ぎ
Φ
］
）
巳
β
に
生
ま
れ
た
も
の
は
0
8
0
雪
白
○
Φ
8
糞
鶉
に
生
ま
れ
た
も
の
は
毒
騨
P
O
巳
虫

　
　
冒
嘱
騨
口
に
生
ま
れ
た
も
の
は
日
斜
日
ρ
詳
↓
鉱
H
㊤
昌
に
生
ま
れ
た
も
の
は
切
聖
算
ρ
P
b
d
詣
目
切
⇔
は
d
乙
部
を
こ
と
ご
と
く
従
え
、
d
冨
河

　
　
の
頃
。
ゆ
σ
q
三
と
い
う
地
に
城
を
築
き
て
佐
み
、
貝
回
を
讐
称
し
た
。

　
切
麸
録
は
烏
拉
河
の
洪
尼
と
い
う
地
に
城
を
築
い
た
。
そ
の
城
は
吉
林
城
北
七
十
里
に
在
り
、
周
囲
は
十
五
里
で
、
そ
の
中
に
小
城
が
あ

っ
た
と
い
う
。
　
『
大
清
一
統
士
心
』
巻
四
六
、
吉
林
の
条
に
、
次
の
よ
う
に
記
る
さ
れ
る
。

　
　
蕉
門
鳥
岩
城
、
在
城
北
七
十
里
、
混
同
江
東
。
遼
時
寧
江
州
故
趾
。
其
先
、
烏
拉
布
占
泰
貝
回
居
此
城
。
周
十
五
里
。
門
四
、
内
野
小

　
　
城
。
周
二
里
、
東
西
二
門
、
有
土
台
、
高
八
尺
、
周
一
百
歩
。
本
朝
康
煕
四
十
二
年
、
骨
面
城
東
、
改
丁
新
城
、
周
八
里
、
門
門
、
設
総

　
　
管
協
鎮
等
官
駐
防
、
有
居
罠
九
百
余
戸
。

　
ま
た
『
柳
辺
紀
略
』
巻
一
に
も
、
次
の
よ
う
に
記
る
さ
れ
る
。

　
　
呉
心
証
下
城
、
人
号
大
野
嘲
、
以
今
之
船
廠
薫
習
呉
剛
門
訴
。
周
十
五
里
、
四
門
。
内
職
小
城
、
周
二
里
、
東
西
各
一
門
、
中
有
土
台
。

　
　
誠
臨
江
。
江
辺
、
有
奄
日
保
寧
。
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く
　
　
　
　
　
⑦

　
先
に
昭
和
四
十
二
年
、
今
西
春
秋
先
生
は
實
d
ω
国
累
国
域
考
』
に
お
い
て
、
建
州
女
直
、
島
西
女
直
、
野
人
女
直
の
各
境
域
に
つ
き
、
詳
細

な
考
察
を
と
げ
ら
れ
た
が
、
祈
誓
の
烏
警
部
に
つ
い
て
は
、
鳥
拉
鎮
（
街
）
西
北
方
二
粁
の
旧
街
と
称
す
る
所
が
、
鳥
拉
古
城
の
遺
跡
で
あ
る

と
の
説
を
提
示
さ
れ
た
。
し
か
し
一
九
六
二
年
、
中
華
人
民
共
和
国
吉
林
省
博
物
館
お
よ
び
吉
林
市
博
物
館
に
よ
る
烏
拉
古
城
調
査
の
結
果
に

　
　
⑧

よ
れ
ば
、
烏
鷺
古
城
の
位
置
は
鳥
拉
旧
街
に
は
な
く
、
鳥
影
鎮
北
方
二
百
五
十
米
の
地
点
に
存
し
た
と
い
う
。
京
都
大
学
の
松
浦
町
氏
に
、
吉

林
省
博
物
館
に
よ
る
烏
拉
古
城
の
発
掘
調
査
報
告
書
の
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
が
、
同
報
告
書
に
よ
る
と
、
烏
拉
古
城
は
、
内
・
中
・
外
の

三
城
よ
り
成
り
、
内
城
は
梯
形
を
な
し
、
周
囲
七
八
六
米
。
中
城
は
不
規
則
な
四
辺
形
で
、
周
囲
三
五
二
一
米
。
外
城
は
た
だ
北
野
東
面
と
千

早
北
天
と
が
遺
存
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
内
城
の
中
央
に
土
着
の
高
台
が
存
し
、
　
『
百
花
点
将
台
』
と
俗
称
さ
れ
る
。
東
西
の
長
さ
五
〇
米
、
南

北
二
五
米
。
四
壁
は
け
わ
し
く
登
上
し
難
く
、
東
壁
は
七
・
九
米
、
西
壁
は
六
米
で
あ
る
。
一
九
五
八
年
、
こ
の
百
花
点
薬
台
の
南
方
五
〇
米

の
地
点
の
地
下
六
・
七
米
の
と
こ
ろ
が
ら
、
一
体
の
人
骨
と
、
銅
製
盛
嘱
、
銅
仏
、
尊
志
、
銅
銭
等
が
出
土
し
、
ま
た
一
九
五
九
年
、
烏
拉
街

水
産
場
付
近
か
ら
は
、
万
蕪
雑
未
の
銘
を
有
つ
斎
火
銃
が
畠
目
し
た
と
い
う
。
同
調
査
報
告
で
は
こ
れ
ら
の
発
掘
遺
物
に
検
討
を
加
え
、
こ
の

地
が
明
代
の
鳥
拉
部
の
所
在
地
で
あ
る
こ
と
を
結
論
と
し
て
い
る
。

　
切
亀
鎚
は
、
『
満
洲
実
録
』
に
よ
れ
ば
、
空
芝
河
の
洪
尼
と
い
う
地
に
城
を
築
い
た
と
い
う
。
今
の
鳥
拉
古
城
は
、
彼
の
烏
拉
征
服
の
記
念

建
造
物
で
あ
ろ
う
。
切
遠
き
は
『
満
洲
実
録
』
に
よ
れ
ば
、
，
満
泰
の
祝
父
で
あ
り
、
玉
吟
・
布
占
泰
兄
弟
は
、
清
の
ヌ
ル
ハ
チ
と
同
時
代
の

人
物
で
あ
る
か
ら
、
じ
ご
雪
景
の
烏
鷺
築
城
時
期
は
、
評
説
年
間
末
期
頃
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
『
吉
林
通
志
』
巻
二
四
、
輿
地
志
、
城
池
の

条
に
、
冊
報
に
依
っ
た
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

　
　
打
牲
烏
至
論
防
煙
。
旧
城
於
順
治
初
年
建
、
康
煕
四
十
二
年
間
、
面
繋
水
災
。
四
十
五
年
、
移
至
旧
睡
蓮
東
高
騰
墨
堤
控
地
、
改
建
新

　
　
城
、
築
土
為
綴
。
周
八
里
、
計
一
千
四
百
四
十
丈
、
高
六
尺
八
寸
、
門
四
。

　
旧
城
は
順
治
初
年
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
正
し
い
と
し
て
も
、
恐
ら
く
そ
の
旧
城
は
、
し
d
ξ
霞
の
烏
結
城
を
補

　
修
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
「
烏
拉
古
誠
」
も
鳥
拉
鎮
も
、
明
代
患
者
衛
人
の
厨
城
で
は
な
か
っ
た
。
今
後
の
発
掘
調
査
に
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侯
つ
ほ
か
な
い
が
、

衛
」
は
所
在
不
明
。
「
朶
忽
論
衛
」
は
、
ダ
フ
ー
ル
（
U
珍
霞
達
呼
爾
）

　
①
　
　
『
本
7
朝
世
祖
由
夫
綿
叩
』
巻
三
論
ハ
、
十
一
年
五
月
｝
J
由
木
朔
。

　
②
　
称
波
右
は
、
も
と
遼
東
の
住
斑
で
あ
る
こ
と
『
李
朝
世
祖
実
録
』
巻
三
一
　
、
十

　
　
年
二
月
壬
辰
の
条
に
記
る
さ
れ
る
。

　
③
園
田
一
亀
『
清
朝
皇
帝
東
巡
の
研
究
』
大
和
書
院
、
昭
和
十
九
年
一
月
。
『
大

　
　
清
盤
祖
実
録
』
巻
一
〇
二
、
康
煕
二
十
一
年
夏
四
月
、
参
照
。

　
④
　
園
田
一
亀
『
金
の
世
宗
の
「
東
録
し
考
』
　
『
清
朝
皇
帝
東
巡
の
研
究
』
二
四
四

　
　
－
二
七
山
ハ
質
ハ
。

わ
た
く
し
は
や
は
り
こ
の
鳥
雄
鎮
周
辺
に
、
兀
爆
薬
の
本
拠
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
都
児
也
の
い
う
「
達
慶
阿
徳
処

と
関
係
が
あ
ろ
う
。

　
⑤
　
箭
内
亘
「
満
洲
に
於
け
る
元
の
彊
域
」
　
『
満
洲
歴
史
地
理
』
第
二
巻
、
二
六
八

　
　
一
四
三
二
頁
。

　
⑥
和
園
清
「
明
初
の
満
瀦
経
略
」
『
東
亜
史
研
究
』
満
洲
篇
、
四
二
　
頁
。

　
⑦
　
今
西
春
秋
こ
畠
雪
国
域
考
」
　
『
東
方
学
紀
要
』
二
、
　
｝
九
六
七
年
三
月
、

　
　
｝
1
一
｛
ハ
八
頁
。

　
⑧
吉
林
省
博
物
館
『
明
代
庖
楡
四
部
鳥
郡
部
二
尉
i
黒
雲
古
城
調
査
』
『
考
古
』

　
　
　
一
九
六
六
年
第
二
期
、
二
八
一
三
三
頁
。
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四
　
土
　
産
・
牧
　
畜

　
〔
土
産
〕
　
都
児
也
は
、
聴
唖
衛
の
産
物
に
つ
き
「
大
抵
本
土
所
産
、
獅
・
鹿
居
多
。
熊
・
虎
次
之
。
土
煙
・
鋸
鼠
又
次
之
」
と
述
べ
て
い

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
凌
純
声
量
の
研
究
『
松
花
江
下
游
的
赫
哲
族
』
に
よ
れ
ば
、
赫
哲
族
の
猟
戸
の
狩
猟
時
期
は
、
ほ
ぼ
四
期
に
分
け
ら
れ
、
ω
正
月
五
日
か
ら

二
月
十
五
日
頃
ま
で
、
火
牛
・
獲
（
猪
）
・
黄
鼠
・
狼
・
羅
等
を
狩
り
、
②
四
月
初
日
か
ら
六
月
末
ま
で
、
面
角
・
黒
熊
・
野
猪
等
を
、
㈲
八

月
半
ば
か
ら
九
月
十
五
臼
ま
で
、
鹿
・
鹿
・
熊
・
野
猪
等
を
、
㈲
十
月
初
旬
か
ら
十
二
月
半
ま
で
、
額
・
獺
・
火
狐
・
獲
・
黄
鼠
・
麗
・
灰

鼠
・
熊
・
虎
・
罪
質
を
狩
猟
し
た
。
中
で
も
夏
の
鹿
狩
は
重
要
で
あ
っ
て
、
為
重
は
高
価
を
よ
ん
だ
と
い
う
。
秋
葉
雌
馬
に
よ
る
オ
ロ
チ
コ
ソ

族
の
調
査
報
告
に
よ
れ
ば
、
ナ
ロ
チ
罫
ソ
の
食
う
肉
は
、
鹿
類
が
最
も
多
く
、
彼
等
の
着
る
衣
類
も
鹿
類
の
毛
皮
で
、
鹿
類
の
大
部
分
は
鹿
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

あ
っ
た
。
腰
は
狗
・
樟
と
も
書
か
れ
、
の
ろ
の
こ
と
で
、
毛
皮
は
温
か
く
、
肉
は
美
味
で
あ
っ
た
と
い
う
。
　
『
盛
京
通
志
』
巻
二
七
、
物
産
の

条
に
は
「
覆
、
鷹
類
。
色
差
赤
、
図
研
龍
江
地
方
、
毎
冬
有
白
興
野
鹿
、
従
海
辺
来
、
不
可
単
数
、
形
比
内
地
墨
大
、
但
味
稽
腱
」
と
見
え
、

『
黒
龍
江
外
記
』
巻
筆
に
、
　
「
竈
皮
、
不
挫
茸
山
毛
易
落
、
渾
渾
者
嘗
少
、
率
連
身
為
理
事
。
其
肉
則
禦
冬
美
味
」
と
記
る
さ
れ
る
。
こ
の
地
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方
の
豊
富
な
鹿
群
が
、
明
代
評
者
衛
入
の
食
料
・
衣
類
・
住
居
に
、
充
分
な
材
料
を
供
給
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
虎
は
、
こ
の
地
方
の
女
真
人
は
神
聖
視
し
イ
、
い
た
と
察
せ
ら
れ
、
　
『
季
朝
世
祖
実
録
』
巻
一
六
、
五
年
六
月
辛
酉
に
「
野
入
俗
忌
寅
日
」
と

記
る
さ
れ
る
。
p
パ
ー
チ
ン
に
よ
れ
ば
、
シ
ベ
リ
ア
の
オ
ロ
チ
ィ
入
は
、
虎
を
自
己
の
祖
先
と
み
な
し
て
お
り
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
的
宗
教
意
識

か
ら
、
決
し
て
狩
猟
し
な
い
。
も
し
狩
猟
中
に
虎
に
出
あ
っ
た
な
ら
、
猟
銃
を
投
げ
す
て
、
脆
い
イ
、
特
別
の
祈
り
を
捧
げ
る
、
と
記
し
、
幾
つ
か

の
虎
に
関
す
る
伝
説
を
紹
介
し
て
い
⑱
鋸
歯
北
方
の
呼
蘭
平
野
に
虎
の
多
か
・
た
こ
と
は
薫
聾
外
記
』
巻
軸
に
「
呼
量
多
晦
虎

過
、
父
子
兄
弟
不
相
譲
。
独
殺
之
、
以
献
幕
府
」
と
見
え
、
豹
に
つ
い
て
は
『
焔
管
通
志
』
巻
二
七
、
物
産
の
条
に
「
豹
、
似
虎
而
小
。
白
面

団
頭
。
色
白
者
田
白
豹
。
黒
者
日
築
三
、
文
円
者
日
金
白
黒
、
最
貴
重
。
賞
誉
長
者
日
支
葉
豹
」
と
記
る
さ
れ
る
。
甜
鼠
は
明
清
舌
代
を
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

じ
、
こ
の
地
方
の
特
産
物
で
あ
っ
た
が
、
シ
ベ
リ
ア
の
タ
イ
ガ
地
方
の
そ
れ
に
比
し
て
、
品
質
は
梢
劣
っ
た
。

　
〔
牧
畜
〕
　
兀
者
衛
に
お
け
る
牧
畜
に
つ
い
て
、
都
児
也
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
牛
馬
則
四
時
常
放
草
野
、
惟
所
騎
馬
、
飼
以
蘭
豆
、
若
乏
魏
豆
、
切
樟
鹿
響
岩
水
魚
飼
之
。

　
牛
は
、
前
代
か
ら
ひ
き
つ
づ
き
飼
養
さ
れ
た
も
の
の
ほ
か
に
、
兀
春
衛
人
が
遼
東
で
交
易
し
て
得
た
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
　
『
大
明
英

宗
実
録
』
巻
五
二
、
正
統
四
年
闊
二
月
己
丑
の
条
に
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。

　
　
張
出
又
奏
、
鍵
子
・
海
西
・
野
人
女
直
、
帰
自
京
師
。
道
過
辺
境
、
藪
以
所
得
繰
結
言
驚
馬
、
市
耕
牛
及
銅
盤
器
皿
。
臣
以
耕
論
難
人
所

　
　
博
以
為
生
、
而
銅
鉄
器
、
外
夷
所
資
以
為
用
。
乞
続
篇
与
市
。
上
可
其
奏
。
諭
総
兵
巡
撫
等
官
署
之
、
敢
有
犯
者
、
治
罪
不
宥
。

　
ま
た
『
大
明
英
宗
実
録
』
巻
八
三
、
正
統
六
年
九
月
丙
辰
の
条
に
も
、
次
の
よ
う
に
記
る
さ
れ
る
。

　
　
鎮
守
遼
東
太
監
亦
失
訳
書
、
海
西
等
処
野
人
女
直
、
毎
来
市
易
、
願
以
馬
易
牛
。
今
官
軍
少
馬
。
乞
従
其
貿
易
。
馬
下
、
行
在
兵
部
請
移

　
　
文
於
遼
東
総
兵
官
曹
義
等
、
体
審
斜
酌
以
聞
、
従
之
。

　
訳
者
衛
の
馬
は
、
日
常
に
騎
乗
す
る
も
の
以
外
は
、
草
原
に
放
置
さ
れ
て
い
た
。
　
『
黒
龍
江
外
記
』
巻
斗
に
は
、
牧
草
が
繁
茂
す
る
た
め
、

斉
斉
恰
爾
地
方
で
は
養
馬
は
容
易
で
あ
っ
た
と
、
次
の
よ
う
に
記
る
し
て
い
る
。
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斉
斉
喰
爾
、
羊
草
暢
茂
、
馬
食
藪
肥
、
遠
行
者
微
加
梁
豆
、
余
不
用
、
故
養
馬
毒
焔
。
有
五
壇
者
、
十
家
而
九
。
阿
敦
、
訳
震
蕩
群
也
。

　
と
こ
ろ
で
「
石
蝋
騎
馬
、
飼
以
蕊
豆
、
若
乏
蕊
豆
、
切
菊
鹿
肉
、
与
水
魚
飼
之
」
と
い
う
都
児
輩
の
発
言
は
、
馬
を
、
動
物
の
肉
で
飼
養
し

た
こ
と
を
示
す
記
録
で
あ
る
。
こ
う
し
た
飼
育
法
は
、
近
世
の
ツ
ン
グ
ー
ス
天
間
で
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
シ
ロ
コ
ゴ
ロ
フ
は
次
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

　
「
満
洲
の
山
岳
地
方
、
並
び
に
小
興
奮
嶺
地
方
で
は
、
　
（
中
略
）
正
規
の
馬
の
飼
養
に
は
全
然
適
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
馬
は
冬
季
及
び
時

に
は
夏
季
に
お
い
て
さ
え
、
同
じ
く
食
料
の
不
足
に
苦
し
む
の
で
あ
る
。
満
洲
の
⇔
⑳
の
地
方
及
び
小
羽
安
嶺
の
ω
②
の
地
方
で
は
、
ツ
ン
グ

ー
ス
は
肉
を
餌
と
す
る
馬
の
飼
育
法
を
講
じ
て
い
る
。
即
ち
馬
は
先
ず
初
め
意
気
を
付
け
た
乾
肉
に
少
し
つ
つ
慣
れ
て
行
き
、
そ
の
後
生
肉
に

慣
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
食
餌
で
生
き
て
い
る
馬
は
、
非
常
に
強
く
な
り
、
季
節
如
何
を
間
わ
ず
何
時
で
も
狩
猟
に
使
役
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
ツ
ン
グ
：
ス
の
言
に
拠
れ
ば
、
肉
食
に
慣
ら
さ
れ
た
馬
は
、
年
齢
二
十
五
歳
に
達
す
る
し
、
乾
草
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
馬
よ
り
も
す
べ
て

の
点
で
ず
っ
と
優
れ
て
い
る
。
」

　
三
者
衛
の
村
落
に
牧
馬
が
お
り
、
耕
牛
が
存
し
た
と
す
れ
ば
、
兀
者
漁
人
の
狩
猟
活
動
は
い
ち
じ
る
し
く
制
限
さ
れ
、
そ
の
生
活
様
式
も
、

純
粋
の
狩
猟
民
、
た
と
え
ば
オ
ロ
チ
箪
ソ
族
の
そ
れ
と
は
、
お
の
ず
か
ら
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
う
し
た
兀
者
衛
人
の
生

活
様
式
を
考
察
す
る
に
は
、
さ
き
に
一
九
四
二
年
、
興
安
嶺
地
方
の
オ
ロ
チ
ョ
ン
族
の
民
族
学
的
調
査
に
あ
た
ら
れ
た
今
西
錦
司
・
伴
豊
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

調
査
報
告
が
参
考
に
な
る
。
同
氏
等
は
「
大
一
疋
嶺
に
お
け
る
オ
ロ
チ
ョ
ソ
の
生
態
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
調
査
結
果
を
示
さ
れ
た
。
す

な
わ
ち
オ
ロ
チ
ョ
ン
族
は
、
、
馴
鹿
を
飼
養
し
て
使
役
す
る
馴
鹿
オ
ロ
チ
ョ
ン
と
、
馬
を
使
役
す
る
馬
オ
ロ
チ
ョ
ン
と
に
区
分
さ
れ
る
が
、
馬
車

ロ
チ
ョ
ン
に
あ
っ
て
は
、
馬
は
狩
猟
生
活
に
重
要
な
役
割
を
占
め
て
お
り
、
獲
物
・
家
財
の
運
搬
の
た
め
に
も
不
可
欠
の
財
産
で
あ
る
。
し
か

し
一
方
彼
等
の
生
活
は
狩
猟
に
依
存
し
て
い
る
た
め
、
獲
物
の
移
動
に
と
も
な
い
、
猟
場
の
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
都
度
幕
居
の
移
動

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
一
方
彼
等
は
馬
を
飼
養
し
て
い
る
た
め
、
馬
の
飼
料
場
と
し
て
の
草
原
か
ら
離
れ
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。

従
っ
て
彼
等
の
狩
猟
活
動
は
束
縛
さ
れ
、
草
原
を
い
ち
じ
る
し
く
離
れ
た
森
林
地
帯
で
は
、
狩
猟
生
活
は
む
つ
か
し
く
な
る
。
大
興
安
嶺
地
方
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の
草
原
は
．
主
と
し
て
大
河
川
の
河
谷
ぞ
い
に
、
森
の
中
へ
細
長
く
入
り
こ
ん
で
お
り
、
こ
の
故
に
馬
オ
ロ
チ
ョ
ン
の
生
活
圏
は
、
算
置
河
川

を
中
心
と
し
、
い
く
つ
か
の
小
領
域
に
分
離
さ
れ
て
い
る
。
根
河
地
方
の
よ
う
に
、
広
い
草
地
が
森
林
地
帯
に
入
り
こ
ん
だ
、
い
わ
ゆ
る
森
林

ス
テ
ッ
プ
地
帯
で
は
、
馬
飼
養
に
と
っ
て
恵
ま
れ
た
環
境
で
あ
る
が
、
東
斜
面
の
諸
河
川
で
は
、
馬
飼
養
の
条
件
が
悪
く
、
そ
こ
で
は
草
の
代

り
に
肉
を
餌
と
す
る
飼
育
法
さ
え
講
ぜ
ら
れ
た
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
因
み
に
同
氏
等
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
馬
飼
養
と
狩
猟
と
を
同
時
に
お
こ
な
う
よ
う
な
、
馬
下
ロ
チ
コ
ン
的
生
活
型
社
会
は
、
大
小
仁
安
嶺
地

方
以
外
に
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
ザ
バ
イ
カ
ル
地
方
の
馴
鹿
飼
養
ツ
ン
グ
ー
ス
の
生
活
圏
の
南
部
と
モ
ン
ゴ
ル
草
原
と
の
間
に
は
、
一
応
森
林

ス
テ
ッ
プ
地
帯
は
存
す
る
が
、
そ
の
幅
が
狭
い
た
め
、
こ
こ
に
は
馬
飼
養
を
と
も
な
う
狩
猟
世
界
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
右
の
研
究
に
示
唆
を
得
た
が
、
明
代
兀
者
衛
に
あ
っ
て
も
、
似
た
よ
う
な
事
情
が
考
え
ら
れ
る
。
兀
帰
館
人
も
牛
馬
を
飼
養
し
、
使
役
し
て

い
た
た
め
、
牛
馬
の
飼
料
を
生
み
出
す
草
原
か
ら
、
無
下
限
に
離
れ
て
生
活
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
馬
オ
ロ
チ
葺
ン

の
馬
が
、
騎
乗
・
運
搬
用
で
あ
り
、
お
お
む
ね
狩
猟
者
と
行
動
を
共
に
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
兀
者
衛
の
馬
は
、
主
に
交
易
用
の
そ
れ

で
あ
る
か
ら
、
使
役
の
た
め
、
こ
と
さ
ら
に
草
原
を
離
れ
さ
せ
る
要
は
な
い
。
そ
の
上
、
草
原
で
の
身
重
は
、
そ
れ
が
如
何
に
容
易
で
あ
る
と

は
い
え
、
或
程
度
は
人
に
よ
る
管
理
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
な
お
さ
ら
馬
群
か
ら
離
れ
、
狩
猟
に
の
み
専
念
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
都
児
等
の
発
言
は
、
明
代
兀
者
衛
人
が
、
騎
乗
用
馬
匹
の
飼
料
欠
乏
の
さ
い
、
草
原
遊
牧
民
の
よ
う
に
牧
草
を
求
め
て
移
住
す
る
自

由
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
獣
肉
に
よ
る
馬
飼
養
は
、
一
面
兀
者
衛
人
の
定
住
生
活
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
彼

等
は
、
耕
牛
を
輸
入
し
て
い
た
こ
と
に
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
素
朴
な
農
業
経
営
を
お
こ
な
っ
て
い
た
か
ら
、
作
物
の
管
理
の
た
め
に
も
、
行

動
は
一
層
制
限
さ
れ
る
。
従
っ
て
明
代
兀
君
衛
人
の
生
活
様
式
は
、
移
動
す
る
狩
猟
動
物
を
追
っ
て
、
森
林
中
を
自
由
に
移
住
し
、
白
樺
等

で
作
ら
れ
た
粗
放
な
円
錐
型
天
幕
に
住
み
、
そ
れ
を
建
て
た
ま
ま
放
置
し
つ
つ
移
動
し
、
狩
猟
の
獲
物
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
す
る
よ
う
な
、

論
点
チ
ョ
ソ
的
生
活
様
式
を
と
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
或
程
度
の
狩
猟
お
よ
び
漁
猟
を
お
こ
な
っ
た
に
せ
よ
、
牧
馬
お
よ
び
農
作
物
の
管

理
の
た
め
、
彼
等
の
行
動
は
制
限
さ
れ
、
そ
の
生
活
圏
は
、
河
川
の
流
域
を
軸
と
し
た
、
限
ら
れ
た
範
囲
を
出
な
か
っ
た
し
、
恐
ら
く
部
族
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長
を
中
心
と
し
、
聚
落
を
形
成
し
、
定
住
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
都
軍
帽
の
言
に
「
本
毛
管
下
人
三
百
六
十
余
戸
、
歯
数
一
千
余
名
」
と
見

え
る
の
が
、
こ
の
こ
と
を
有
力
に
示
比
す
る
。
そ
の
生
活
様
式
か
ら
こ
れ
を
見
れ
ば
、
正
し
く
今
日
の
ゴ
ル
デ
ィ
　
（
赫
哲
）
　
族
の
そ
れ
に
近

い
。　

①
凌
純
声
『
松
花
江
下
游
的
二
面
族
』
上
、
八
七
頁
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
陽
十
六
年
穴
月
、
六
二
i
一
二
〇
頁
、
参
照
。

　
②
　
秋
葉
隆
「
大
興
廃
嶺
オ
ロ
チ
ョ
ン
族
踏
査
報
告
」
　
『
満
蒙
の
民
族
と
宗
教
』
昭
　
　
　
　
⑤
　
シ
ロ
コ
ゴ
ロ
フ
『
北
方
ツ
ン
グ
ー
ス
の
社
会
構
成
』
昭
和
十
六
年
十
二
月
、
岩

　
　
和
十
六
年
三
月
、
五
七
i
一
五
七
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
波
書
店
、
六
八
頁
。

　
③
平
竹
伝
三
「
命
脈
チ
ィ
族
研
究
」
『
史
観
』
第
一
冊
、
昭
和
六
年
十
等
月
、
二
　
　
⑥
今
西
銘
司
・
伴
豊
「
大
興
安
嶺
に
お
け
る
オ
ロ
チ
ョ
ソ
の
坐
態
」
『
民
族
学
研

　
　
七
三
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
究
』
第
十
三
巻
一
号
・
二
号
、
昭
和
二
十
三
年
七
月
。

　
④
　
拙
稿
「
明
代
東
北
ア
ジ
ア
の
稲
皮
貿
易
」
　
『
東
洋
史
研
究
』
第
三
〇
巻
一
号
、

　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
婚
　
　
　
姻

　
〔
結
納
〕
　
兀
者
衛
の
婚
姻
に
つ
き
、
都
児
也
は
ま
ず
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
其
婚
礼
、
女
生
十
歳
、
前
男
家
約
婚
、
後
配
年
三
次
鑓
宴
、
二
次
贈
牛
馬
各
一
、
待
年
十
七
八
、
乃
成
婚
礼
。

　
こ
こ
で
都
児
輩
は
、
二
つ
の
こ
と
を
話
題
と
し
て
い
る
。
ω
　
結
納
は
、
婚
約
後
、
順
次
三
回
宴
会
し
、
二
度
、
牛
馬
各
一
頭
、
合
計
四
頭

を
贈
る
。
②
　
婚
期
は
、
女
子
が
十
歳
に
な
る
と
、
尊
家
か
ら
婚
約
を
申
し
出
、
十
七
八
歳
に
婚
礼
を
な
す
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
ず
結
納

に
つ
い
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
、
時
代
に
よ
り
、
ま
た
部
族
に
よ
り
、
お
く
ら
れ
る
物
と
数
と
を
異
に
す
る
が
、
シ
戸
コ
ゴ
ロ
フ
も
指
摘
し
て
い

る
如
く
、
そ
の
支
払
い
様
式
と
価
格
と
は
、
そ
の
群
団
の
相
対
的
な
富
と
、
そ
の
経
済
組
織
と
を
反
映
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
或

程
度
、
兀
者
衛
人
の
生
活
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
ず
多
様
な
ツ
ン
グ
ー
ス
諸
部
族
の
婚
姻
関
係
に
目
を
転
ず
る
と
、
オ
ロ
チ
ョ
ソ
に
つ
い
て
は
泉
靖
一
氏
の
「
オ
ロ
チ
ョ
ソ
族
踏
査
報
告
」

　
　
①

が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
許
婚
は
、
男
女
の
父
親
に
よ
り
極
め
て
早
く
な
さ
れ
、
そ
の
さ
い
結
納
の
馬
の
数
一
普
通
五
・
六
頭
1
も
定

め
ら
れ
る
。
馬
を
約
束
だ
け
納
め
て
始
め
て
社
会
的
に
認
め
ら
れ
た
夫
婦
が
成
立
す
る
が
、
そ
れ
が
で
き
ぬ
と
き
は
、
で
き
た
だ
け
納
め
て
、
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男
が
女
の
家
に
通
う
の
だ
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
北
方
ツ
ン
グ
ー
ス
で
は
、
シ
ロ
コ
ゴ
ロ
フ
に
よ
れ
ば
、
結
納
は
通
例
家
蕾
だ
け
か
ら
成
っ
て
い
て
、
外
バ
イ
カ
ル
の
馴
鹿
ツ
ン
グ
ー
ス
で
は

二
十
五
頭
乃
至
六
十
頭
の
馴
鹿
で
あ
り
、
満
洲
の
馴
鹿
ツ
ン
グ
ー
ス
に
於
い
て
は
、
そ
れ
よ
り
い
く
ら
か
少
い
。
馬
を
使
用
す
る
ツ
ン
グ
ー
ス

に
於
い
て
は
零
細
三
十
頭
で
あ
り
、
満
洲
族
の
影
響
を
受
け
た
ツ
ン
グ
ー
ス
に
お
い
て
は
四
乃
至
七
頭
の
馬
と
そ
の
他
の
薫
物
お
よ
び
豚
で
あ

り
、
遊
牧
ツ
ン
グ
ー
ス
に
於
い
て
は
牛
と
馬
と
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
部
は
定
心
の
際
支
払
わ
れ
、
残
り
は
婚
礼
の
際
に
支
払
わ
れ
る
。

満
洲
族
に
お
い
て
は
、
結
納
は
豚
や
現
金
で
計
箕
さ
れ
、
ゴ
ル
ヂ
に
於
い
て
は
現
金
、
豚
、
酒
等
で
支
払
わ
れ
る
と
述
べ
、
結
納
の
価
格
お
よ

び
支
払
い
様
式
は
、
そ
の
群
団
の
相
対
的
な
富
と
そ
の
経
済
組
織
に
よ
る
と
し
て
い
る
。
赫
皇
族
に
つ
い
て
は
、
赤
松
智
一
稼
の
調
査
報
告
が

あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
結
婚
は
家
と
家
と
の
聞
で
取
り
決
め
ら
れ
、
男
家
は
女
盛
に
采
礼
と
し
て
木
綿
幌
糠
と
女
性
用
装
飾
品
と
金
魚
乃

至
二
百
円
を
送
っ
た
が
、
こ
れ
を
全
部
支
払
う
の
に
二
三
年
を
要
し
た
し
、
支
出
で
き
な
い
場
合
に
は
、
男
は
女
家
で
三
四
年
間
働
ら
き
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
代
償
と
し
て
嫁
を
も
ら
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
た
だ
し
シ
ロ
コ
ゴ
ロ
フ
は
、
近
年
の
満
洲
族
や
ウ
デ
へ
、
特
に
ブ
リ
ヤ
ー
ト
や
ゴ
ル
ヂ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
労
役
婚
は
、
今
で
は
減
多
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
と
し
て
い
る
。
か
よ
う
な
考
察
を
と
げ
た
の
ち
に
算
者
衛
を
ふ

り
か
え
る
と
、
そ
の
結
納
晶
は
、
他
の
ツ
ン
グ
ー
ス
に
比
し
て
特
殊
と
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
決
し
て
富
裕
な
経
済
状
態
を
示
し
て
い
な
い
。

都
児
也
は
兀
者
衛
の
富
者
で
あ
ろ
う
が
、
貧
者
は
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
と
覚
せ
ら
れ
、
労
役
婚
の
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ

る
。
結
納
が
牛
馬
で
あ
っ
て
、
近
年
の
赫
哲
の
如
く
木
綿
や
貨
幣
で
な
か
っ
た
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
商
業
活
動
の
未
発
達
な
当
時

の
社
会
状
態
を
反
映
し
て
い
る
。

　
〔
婚
期
〕
　
赫
語
族
の
故
事
調
査
を
お
こ
な
っ
た
凌
純
声
は
、
婚
期
に
つ
い
て
「
在
遠
駆
的
故
事
裏
、
関
於
婚
嫡
的
伝
説
甚
多
。
結
婚
的
年
齢
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

早
約
十
二
三
歳
、
普
通
約
分
十
七
八
歳
」
と
記
る
し
て
お
り
、
不
思
議
に
兀
者
一
人
の
そ
れ
と
一
致
す
る
。
し
か
し
他
の
ツ
ン
グ
ー
ス
諸
部
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
お
い
て
も
、
女
性
婚
姻
年
齢
は
、
性
的
成
熟
の
年
齢
と
一
致
し
て
、
十
八
歳
前
後
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
シ
ロ
コ
ゴ
ロ
フ
に
よ
れ
ば
、
婚
期

は
、
外
バ
イ
カ
ル
・
ツ
ン
グ
ー
ス
で
は
花
嫁
の
最
高
年
齢
は
二
十
八
歳
で
、
ビ
ラ
ル
チ
ェ
ソ
に
於
い
て
は
婚
姻
は
十
五
歳
以
下
で
起
る
こ
と
は
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な
く
、
通
例
十
八
歳
か
ら
二
十
歳
ま
で
の
間
で
あ
る
。
外
バ
イ
カ
ル
の
酬
鹿
ツ
ン
グ
ー
ス
で
は
、
花
嫁
の
平
均
年
齢
は
十
七
・
二
歳
で
あ
り
、

バ
イ
カ
ル
遊
牧
ツ
ン
グ
ー
ス
で
は
、
平
均
年
齢
は
二
〇
・
七
歳
で
あ
り
、
五
〇
％
以
上
が
十
九
歳
か
ら
二
十
一
歳
ま
で
の
問
で
あ
っ
た
。
満
洲

の
馴
鹿
ツ
ン
グ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
花
嫁
の
最
低
年
齢
は
十
一
歳
以
下
の
こ
と
が
あ
る
が
、
婚
姻
完
了
の
時
期
は
、
十
八
歳
頃
で
あ
っ
た
。
最

低
年
齢
の
低
い
理
由
は
、
彼
等
の
言
に
よ
れ
ば
、
婦
人
が
非
常
に
足
り
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
幼
児
死
亡
率
の
高
さ
も
、
最
低
年
齢
の
低

さ
と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ロ
パ
ー
チ
ン
は
、
オ
ロ
チ
ィ
人
は
凡
て
生
物
を
食
し
、
且
農
業
牧
畜
を
お
こ
な
わ
な
い
か
ら
、
彼
等
の
間

で
は
幼
児
に
と
っ
て
適
当
な
食
物
が
少
し
も
な
い
。
故
に
必
然
的
に
、
母
親
は
幼
児
が
七
八
歳
に
な
る
ま
で
、
自
分
の
乳
だ
け
で
育
て
ね
ば
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ら
な
い
。
か
よ
う
な
環
境
で
は
、
幼
児
の
死
亡
率
の
高
ま
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
満
洲
族
の
婚
期
は
、
シ
ロ
コ
ゴ
ロ
フ
『
満
洲
族
の
社
会
組
織
』
に
よ
れ
ば
、
満
洲
人
は
そ
の
息
子
達
を
二
十
一
歳
ま
で
に
結
婚
さ
せ
る
こ
と

を
、
義
務
的
な
こ
と
と
考
え
、
ま
た
花
嫁
は
花
劉
、
と
ほ
ぼ
同
年
齢
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
大
間
知
篤
三
氏
の
曖
質
疑
大
五
家
子
保
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

調
査
に
よ
れ
ば
、
夫
の
年
長
な
る
盛
合
が
絶
対
多
数
で
あ
っ
た
。
以
上
の
諸
調
査
と
比
較
す
る
と
、
兀
老
愚
人
の
婚
期
は
、
決
し
て
特
殊
と
は

い
え
な
い
。
最
低
年
齢
も
極
端
に
低
く
な
い
こ
と
も
、
民
度
の
高
さ
を
反
映
し
て
い
る
。

　
〔
逆
縁
結
婚
〕
　
こ
こ
で
は
妻
が
亡
夫
の
兄
弟
と
結
婚
す
る
婚
姻
形
式
を
レ
ヴ
ィ
レ
！
ト
婚
（
冨
く
貯
暮
①
）
と
い
い
、
妻
が
亡
夫
の
子
と
結
婚
す

る
婚
姻
形
式
を
継
母
結
婚
と
い
い
、
両
者
を
総
称
し
て
逆
縁
結
婚
と
い
う
こ
と
と
す
る
。
都
児
也
の
い
う
「
父
死
、
嬰
其
妾
。
兄
亡
、
嬰
其
妻
」

は
、
兀
者
衛
に
お
け
る
逆
縁
結
婚
の
存
在
を
示
す
。

　
逆
縁
結
婚
は
、
モ
ン
ゴ
ル
系
お
よ
び
ツ
ン
グ
ー
ス
系
諸
部
族
に
古
く
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
婚
姻
関
係
の
形
式
で
あ
っ
て
、
　
『
史
記
』
飼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

奴
列
伝
に
は
「
父
が
死
ぬ
と
、
そ
の
後
記
（
継
母
）
を
妻
と
し
、
兄
弟
が
死
ぬ
と
皆
そ
の
妻
を
と
っ
て
こ
れ
を
自
分
の
妻
と
す
る
」
と
あ
り
、

又
同
列
伝
、
漢
の
孝
文
皇
帝
の
条
に
記
る
さ
れ
る
、
漢
の
使
者
が
中
細
説
に
対
し
て
言
っ
た
専
心
に
「
伺
奴
は
父
と
子
と
が
同
じ
門
並
に
寝
臥

し
、
忠
死
す
れ
ば
そ
の
継
母
を
妻
と
し
、
兄
弟
が
死
ぬ
と
尽
く
そ
の
妻
を
め
と
っ
て
妻
と
す
る
」
と
示
さ
れ
る
如
く
、
逆
縁
結
婚
は
目
常
的
で

あ
っ
た
。
幕
下
の
逆
縁
結
婚
に
つ
い
て
は
、
『
魏
書
』
蠕
蠕
伝
、
『
三
婆
』
『
南
斉
書
』
『
梁
書
』
の
各
黒
石
伝
に
記
録
を
見
出
し
得
な
い
が
、
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⑬

田
中
克
巳
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
蠕
蠕
で
は
国
法
と
し
て
、
父
の
寡
婦
を
認
る
継
母
結
婚
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
両
替
・
南
下

の
間
で
も
、
甲
奴
の
そ
れ
に
似
た
逆
縁
結
婚
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
チ
ソ
ギ
ス
・
ハ
ソ
時
代
の
モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
大
ヤ
サ
の
三
十
五
条
に

「
父
死
す
る
や
、
子
は
そ
の
実
母
を
除
く
父
の
妻
妾
の
処
置
を
な
し
、
或
い
は
こ
れ
と
結
婚
し
、
或
い
は
こ
れ
を
他
人
に
嫁
せ
し
む
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

得
」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
規
定
の
趣
旨
に
も
と
つ
く
逆
縁
結
婚
は
、
後
代
ま
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

　
ツ
ン
グ
ー
ス
諸
民
族
の
逆
縁
結
婚
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
『
魏
書
』
勿
吉
伝
、
『
階
書
』
秣
鵜
伝
、
『
北
史
』
勿
吉
伝
、
『
眼
唐
書
』
秣
鞠
伝
、

『
新
唐
書
』
黒
水
妹
鵜
伝
に
は
、
い
ず
れ
も
関
連
す
る
記
事
は
な
い
が
、
『
三
朝
北
等
号
編
』
巻
三
に
、
「
二
死
亡
妻
其
母
、
兄
死
則
妻
其
捜
、

叔
伯
死
毒
姪
亦
古
記
。
故
無
論
貴
賎
、
人
有
数
妻
」
と
記
る
さ
れ
る
か
ら
、
豊
代
初
期
の
女
真
族
間
に
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
金
朝
治
下
の

女
真
人
間
で
は
、
漢
文
化
の
影
響
に
よ
り
、
こ
の
風
習
は
漸
次
す
た
れ
て
い
る
。

　
明
代
の
建
州
左
衛
の
婚
姻
形
式
に
も
、
レ
ヴ
ィ
レ
1
ト
婚
の
存
し
た
こ
と
は
、
童
猛
寄
回
心
児
の
母
也
吾
多
が
、
夫
揮
厚
の
死
後
、
揮
厚
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

弟
包
奇
に
嫁
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
世
の
満
洲
族
の
婚
姻
関
係
に
つ
い
て
は
、
シ
ロ
コ
ゴ
ロ
フ
の
研
究
が
あ
る
が
、
彼

は
満
洲
二
間
に
お
け
る
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
婚
の
存
在
を
否
定
し
た
。
す
な
わ
ち
『
北
方
ツ
ン
グ
ー
ス
の
社
会
構
成
』
に
お
い
て
彼
は
、
　
「
満
洲
族

に
於
い
て
は
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
婚
の
風
習
は
今
日
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
ゴ
ル
ヂ
や
日
面
チ
や
ブ
リ
ヤ
：
ト
に
於
い
て
は
、
こ
の
風
習

は
な
お
生
存
せ
る
甚
だ
主
要
な
る
制
度
で
あ
る
。
し
か
し
二
三
の
間
接
の
証
拠
か
ら
、
昔
日
に
は
こ
の
風
習
が
満
洲
族
に
於
い
て
も
行
わ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

い
た
ら
し
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
」
と
記
る
し
、
ま
た
『
満
洲
族
の
社
会
組
織
』
で
は
「
寡
婦
ー
ア
ソ
ガ
シ
霞
σ
q
σ
q
霧
一
1
は
、
そ
の
個
人
的

な
選
択
並
に
希
望
に
従
っ
て
再
婚
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
彼
女
の
氏
族
、
即
ち
彼
女
の
夫
の
氏
族
の
、
も
し
く
は
彼
女
の
父
親
の
氏
族
の
、
誰

一
人
と
し
て
彼
女
を
再
婚
さ
す
べ
く
強
制
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
（
中
略
）
か
く
の
如
く
、
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
慣
習
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

一
つ
の
婚
姻
形
式
と
し
て
は
、
満
洲
族
の
間
に
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
」
と
記
る
し
て
い
る
。

　
些
末
清
初
の
満
洲
族
の
婚
姻
関
係
に
つ
い
て
は
、
昭
和
十
八
年
、
布
村
一
夫
氏
が
く
わ
し
く
研
究
し
た
が
、
入
関
前
の
満
洲
族
に
あ
っ
て

は
、
一
夫
多
妻
制
、
購
買
婚
の
存
し
た
こ
と
、
お
よ
び
季
民
塞
の
『
建
州
聞
見
録
』
中
の
「
嫁
剣
不
択
族
類
、
父
死
而
子
女
其
母
」
を
引
用
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し
・
「
継
母
再
婚
」
制
の
存
芒
た
・
と
を
論
証
し
た
・
し
か
し
・
ヴ
・
レ
：
・
婚
の
存
在
は
讐
で
護
と
し
て
い
勧
・

　
沿
海
州
地
方
の
オ
ロ
チ
イ
族
で
は
一
夫
多
妻
の
風
習
が
あ
り
、
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
調
度
が
厳
守
さ
れ
て
い
る
と
、
戸
パ
！
チ
ン
は
『
オ
ロ
チ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

族
研
究
』
に
記
る
し
て
い
る
。
も
し
子
の
な
い
ま
ま
に
夫
が
死
去
す
る
と
、
家
系
の
断
絶
を
恐
れ
、
弟
が
寡
婦
と
婚
姻
を
結
ぶ
こ
と
と
な
る
。

こ
の
た
め
に
も
花
餐
花
嫁
間
の
年
齢
の
不
調
和
が
も
た
ら
さ
れ
、
わ
ず
か
十
二
歳
乃
至
八
歳
の
少
年
が
、
三
十
歳
乃
至
三
十
有
余
歳
の
寡
婦
と

結
婚
す
る
こ
と
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
松
花
江
下
流
の
ゴ
ル
デ
ィ
（
赫
哲
）
お
よ
び
儒
書
嶺
東
の
オ
ロ
チ
ョ
ン
族
に
、
近
年
に
至
る
ま
で
逆

縁
結
婚
の
存
し
た
こ
と
は
、
凌
純
声
、
曹
廷
茶
、
シ
ロ
コ
ゴ
p
フ
、
ヴ
ェ
ニ
ュ
ー
コ
フ
、
布
村
一
夫
、
田
中
克
巳
、
秋
葉
雲
呑
等
の
研
究
に
よ

　
　
　
　
　
⑭

り
知
ら
れ
る
。

　
如
上
の
よ
う
に
結
納
の
価
格
お
よ
び
支
払
い
様
式
は
、
そ
の
群
団
の
相
対
的
な
富
に
よ
る
も
の
で
あ
る
し
、
婚
期
は
人
間
の
自
然
な
性
的
成

熟
年
齢
と
か
か
わ
り
が
あ
る
の
で
、
各
部
族
と
も
ほ
ぼ
一
定
し
て
お
り
、
ま
た
逆
縁
結
婚
は
ツ
ン
グ
ー
ス
諸
都
営
に
ほ
ぼ
共
通
し
て
現
わ
れ
る

か
ら
、
こ
れ
ら
の
婚
姻
形
式
に
よ
っ
て
、
兀
者
客
人
の
所
属
部
族
を
判
別
し
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
①
泉
靖
一
「
オ
ロ
チ
ョ
ン
族
踏
査
報
告
」
『
厩
族
学
研
究
』
第
三
巻
一
号
、
昭
和
　
　
　
　
⑯
内
田
吟
風
訳
「
勾
奴
伝
」
『
騎
馬
厩
族
史
』
平
凡
社
、
昭
和
四
十
六
年
十
月
、

　
　
十
二
年
一
月
、
三
九
1
　
三
一
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
…
一
五
　
頁
。

　
②
　
シ
ロ
コ
”
謹
ロ
フ
『
北
方
ツ
ン
グ
ー
ス
の
社
会
構
成
賑
四
四
三
－
四
四
五
頁
。
　
　
　
　
＠
田
中
克
巳
「
北
ア
ジ
ア
の
諸
民
族
に
於
け
る
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
」
『
北
亜
細
亜
学

　
③
赤
松
智
域
・
泉
蜷
一
「
赫
哲
族
踏
査
報
告
」
『
満
蒙
の
斑
族
と
宗
教
』
一
七
六
　
　
報
』
三
、
一
九
四
四
年
十
月
、
一
二
七
－
二
五
四
頁
。

　
　
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
リ
ヤ
ザ
ノ
フ
ス
キ
イ
著
東
亜
経
済
調
査
局
訳
『
蒙
古
慣
習
法
の
研
究
転
昭
和

　
④
　
シ
ロ
コ
ゴ
ロ
フ
「
北
方
ツ
ン
グ
ー
ス
の
社
会
構
成
」
四
三
五
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
年
四
貝
、
…
三
頁
。
＜
■
｝
9
園
㌶
潔
き
く
。
・
犀
ざ
鳴
甘
甘
蕊
§
謹
ミ
ミ
℃
ヤ
§
q
愚
N
題
ミ
」

　
⑤
凌
佳
言
『
松
花
江
下
游
的
赫
哲
族
』
上
、
二
一
七
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
§
鴛
頓
ミ
ト
霜
§
ご
＆
費
爵
d
臨
ぞ
葭
診
曙
勺
篇
三
8
欝
戯
。
昌
ω
”
q
罠
ぎ
帥
口
α
》
詳
巴
。

　
⑥
シ
ロ
コ
ゴ
ロ
フ
『
北
方
ツ
ン
グ
ー
ス
の
社
会
構
成
』
四
三
四
頁
。
　
　
　
　

6。

@
嵐
。
。
・
’
く
。
ド
劇
。
。
・
唱
・
。
。
⑦
■

　
⑦
平
皿
伝
三
訳
「
ロ
バ
…
チ
ン
著
、
轟
轟
チ
ィ
族
研
究
」
『
史
観
』
一
、
昭
和
六
　
　
⑬
拙
稿
「
堂
副
署
藤
木
児
と
建
州
左
衛
」
『
遡
鮮
学
報
』
第
六
十
五
輯
、
昭
和
四

　
　
年
十
】
月
、
二
六
七
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
七
年
十
月
、
三
頁
。

　
⑧
大
閲
知
篤
三
・
戸
騰
茂
樹
訳
、
シ
ロ
コ
ゴ
ロ
フ
著
『
満
洲
族
の
社
会
組
織
』
昭
　
　
⑭
シ
ロ
ロ
ゴ
ロ
フ
『
北
方
ツ
ン
グ
ー
ス
の
社
会
構
成
』
照
二
三
頁
。

　
　
和
鶴
十
二
年
一
拷
、
刀
江
書
院
、
　
一
〇
三
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
シ
ロ
ロ
ゴ
ロ
フ
『
満
洲
族
の
社
会
組
織
』
一
一
三
頁
。

　
⑨
　
シ
ロ
コ
ゴ
ロ
フ
『
満
洲
族
の
社
会
組
織
』
～
〇
四
買
、
注
2
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
布
村
一
夫
「
明
末
羅
初
の
満
洲
族
に
関
す
る
　
考
察
」
　
『
裂
香
』
十
五
巻
十
二
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弩
、
昭
和
十
八
年
十
二
月
、
一
－
一
六
頁
。

⑰
　
平
竹
伝
三
訳
「
ロ
パ
ー
チ
ン
坤
者
、
オ
ロ
チ
ィ
族
研
究
」
　
『
史
観
』
一
、
昭
和
六

年
十
一
月
、
二
二
七
－
二
九
三
頁
。

⑯
　
凌
純
声
『
松
花
江
下
游
的
赫
哲
族
』
下
、
六
八
○
頁
。

　
讐
青
木
…
『
西
伯
墨
東
偏
紀
要
』
に
、
　
「
一
壷
、
伯
利
（
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
）
東
北

行
一
千
一
　
百
除
里
、
至
阿
漕
大
山
、
以
上
沿
松
花
江
両
岸
居
者
、
通
称
黒
斤
（
中

略
）
央
喪
測
妻
纒
白
巾
、
衣
鑑
襖
、
待
安
葬
、
以
終
喪
。
後
聞
釜
場
兄
捜
、
兄
妻

弟
聰
、
蕪
至
翁
娘
堀
配
目
西
勒
弥
。
」
と
記
る
さ
れ
る
。

　
シ
ロ
コ
．
コ
ロ
フ
『
北
方
ツ
ン
グ
ー
ス
の
社
会
構
成
』
川
久
保
悌
郎
・
田
中
克
巳

訳
、
閥
ニ
ニ
頁
。

布
村
一
夫
「
赫
哲
族
に
お
け
る
け
巴
p
に
つ
い
て
」
『
書
香
』
十
五
巻
六
号
、

昭
和
十
八
年
六
月
〃
、
　
一
一
五
伽
藍
。

秋
葉
隆
『
満
蒙
の
民
族
と
宗
教
』
昭
和
十
六
年
三
月
、
七
〇
百
ハ
。

　
田
中
克
巳
「
北
ア
ジ
ア
の
諸
民
族
に
於
け
る
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
」
　
『
北
亜
細
亜
学

報
』
三
、
昭
和
十
九
年
十
月
、
二
四
一
i
二
照
七
頁
。

六
　
樹
　
　
上
　
　
葬

明代兀者衛に関する研究（河内）

　
都
児
也
は
、
兀
者
衛
人
の
葬
儀
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
雪
知
恰
則
父
母
死
、
編
図
面
、
其
末
繋
二
上
、
以
為
孝
服
。
置
耳
隠
於
大
樹
、
就
其
下
、
羅
馬
而
食
養
肉
。
一
皮
霞
馬
脚
、
掛
之
。
兼
置

　
　
生
時
所
侃
弓
箭
、
不
忌
食
肉
。
但
百
日
之
内
、
不
食
禽
獣
、
頭
目
女
真
劉
火
葬
、
皮
冠
頂
上
、
綴
亡
母
布
、
前
蔽
面
目
、
後
垂
於
肩
、
価

　
　
穿
直
身
衣
、
毎
遇
七
七
環
、
殺
牛
或
馬
、
煮
肉
以
祭
、
徹
而
食
之
。

　
都
児
也
の
発
言
は
、
兀
者
衛
に
お
け
る
樹
上
葬
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。
樹
上
葬
は
、
山
谷
中
の
樹
上
に
簡
単
な
設
備
を
設
け
、
人
の
遺
骸

を
そ
の
上
に
葬
る
葬
儀
形
式
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
風
習
は
、
所
謂
古
代
ツ
ン
グ
ー
ス
系
諸
部
族
の
間
で
は
、
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た

と
え
ば
古
く
威
鏡
道
地
方
に
い
た
早
早
族
で
は
、
仮
埋
葬
後
、
平
骨
の
み
木
榔
に
収
納
す
る
形
式
を
と
る
。
こ
の
こ
と
は
『
三
国
志
』
魏
書
巻

三
〇
、
東
沃
沮
伝
に
次
の
よ
う
に
記
る
さ
れ
る
。

　
　
其
葬
、
作
大
木
榔
、
長
十
逃
避
、
開
一
頭
作
戸
。
新
死
者
、
皆
仮
埋
之
、
才
軸
心
形
、
皮
肉
尽
、
年
取
骨
、
置
榔
中
、
挙
家
、
皆
共
一
榔
、

　
　
翔
木
、
如
生
形
、
随
死
老
為
数
、
又
有
瓦
鑛
、
濁
米
其
中
、
編
県
之
於
榔
戸
辺

　
離
婁
の
後
身
と
い
わ
れ
る
勿
吉
の
葬
儀
形
式
に
つ
い
て
は
、
　
『
白
書
』
巻
一
〇
〇
、
勿
吉
伝
に
「
其
地
下
湿
、
築
城
穴
居
。
屋
形
似
塚
、
開
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口
幕
上
、
以
梯
出
入
。
（
中
略
）
其
父
母
、
春
夏
死
、
立
埋
之
、
録
上
作
屋
、
不
令
雨
湿
、
若
秋
冬
、
以
其
屍
、
捕
媚
、
獺
食
盛
肉
、
多
得
之
」

と
記
る
さ
れ
る
よ
う
に
、
死
亡
直
後
に
埋
葬
し
、
塚
上
に
小
屋
を
建
て
る
土
葬
で
あ
る
。
　
『
北
史
』
巻
九
四
、
勿
吉
伝
に
も
、
　
『
誓
書
』
に
依

拠
し
て
同
様
の
記
載
が
示
さ
れ
る
。

　
鞍
鵜
族
に
つ
い
て
は
、
　
『
旧
戦
書
』
巻
一
九
九
下
、
鞍
鵜
伝
に
「
死
者
、
穿
地
輝
輝
、
以
身
襯
土
、
無
碧
落
之
具
。
殺
所
乗
馬
於
屍
前
、
設

祭
」
と
見
え
る
か
ら
、
や
は
り
土
地
を
掘
っ
て
埋
め
、
死
骸
に
直
接
土
を
か
け
る
土
葬
で
あ
る
。
『
新
唐
書
』
巻
二
一
九
、
黒
水
秣
鞠
伝
に
も
、

『
旧
唐
書
』
の
そ
れ
と
似
た
土
葬
形
式
が
、
　
「
死
者
、
埋
之
、
無
糖
榔
、
殺
所
乗
馬
以
祭
」
と
記
る
さ
れ
る
。

　
並
塩
女
真
の
葬
儀
形
式
も
、
秣
編
族
の
そ
れ
に
近
い
。
『
三
朝
北
誓
書
編
』
巻
三
に
「
其
死
亡
、
面
懸
刃
驚
額
、
血
涙
交
下
、
謂
之
送
血
涙
。

死
者
、
埋
之
而
無
棺
榔
。
貴
者
、
生
焚
所
雛
奴
碑
・
所
謂
鞍
馬
、
漁
歌
之
。
所
有
聡
警
飲
食
之
物
、
尽
焚
之
、
謂
之
焼
飯
」
と
記
る
さ
れ
る
如

く
で
あ
る
。
そ
し
て
明
清
時
代
に
入
る
と
、
満
洲
族
は
も
は
や
火
葬
と
な
る
。
永
楽
八
年
（
朝
鮮
太
宗
十
年
）
、
慶
源
城
で
朝
鮮
軍
と
交
戦
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

女
真
軍
は
、
四
十
八
人
の
戦
死
者
を
火
葬
に
ふ
し
、
遺
骨
を
父
母
妻
子
の
も
と
に
持
ち
帰
っ
た
。
ま
た
ヌ
ル
ハ
チ
時
代
の
満
洲
の
村
落
を
調
査

し
た
李
民
箕
は
、
　
『
勢
州
露
見
録
』
に
「
死
翌
翌
日
挙
之
於
野
而
焚
之
。
其
時
子
孫
族
類
威
聚
会
、
宰
牛
馬
、
或
奨
、
或
食
、
蒙
白
、
二
三
日
、

除
之
云
」
と
記
る
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
簡
単
な
葬
送
形
式
は
、
は
た
目
に
は
、
お
よ
そ
葬
儀
と
は
う
つ
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。
朝
鮮
世
祖
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

年
八
月
、
申
叔
舟
・
具
致
寛
等
は
「
野
人
本
不
行
喪
、
今
従
国
調
而
行
之
」
と
言
っ
て
い
る
。

　
樹
上
葬
は
、
古
代
ツ
ン
グ
ー
ス
系
諸
部
族
に
は
お
こ
な
わ
れ
ず
、
む
し
ろ
古
代
ト
ル
コ
・
モ
ン
ゴ
ル
系
部
族
に
現
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
室
章

に
つ
い
て
は
、
　
『
講
書
』
巻
一
〇
〇
、
失
章
伝
に
「
父
母
死
、
男
女
聚
嬰
三
年
。
屍
則
置
於
林
樹
之
上
」
と
見
え
、
　
『
階
書
』
巻
八
四
、
室
章

伝
に
「
婦
入
不
再
嫁
、
以
為
死
人
之
妻
、
難
解
共
蓋
。
部
落
黒
桟
大
棚
。
人
死
蓋
置
屍
其
上
。
居
喪
三
年
。
年
唯
四
英
」
と
記
る
さ
れ
る
。
大

棚
の
上
に
死
体
を
安
置
す
る
の
は
、
樹
上
葬
の
一
変
形
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
奨
に
つ
い
て
は
、
　
『
珍
書
』
巻
八
四
、
奨
伝
に
「
死
者
、
以
葦
薄
褻
器
、
懸
之
樹
上
」
と
見
え
、
契
丹
に
つ
い
て
は
、
　
『
階
書
』
巻
八
四
、

契
丹
伝
に
「
父
母
死
而
悲
肖
者
、
以
為
不
壮
。
雨
曇
其
屍
、
置
於
山
面
之
上
、
経
三
年
之
後
、
乃
収
蛮
骨
而
焚
之
、
因
爵
而
祝
日
、
飽
満
時
、
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向
陽
食
、
若
発
射
猟
時
、
使
我
多
得
猪
鹿
」
と
記
る
さ
れ
る
。
身
代
の
契
丹
族
に
あ
っ
て
は
、
い
さ
さ
か
葬
送
形
式
が
変
化
し
、
馬
車
を
以
て

大
山
に
送
っ
た
後
、
樹
上
葬
と
な
る
。
　
『
旧
墨
書
』
巻
一
九
九
下
、
契
丹
伝
に
「
其
俗
、
死
者
不
得
作
意
墓
。
以
馬
駕
車
、
算
入
大
山
、
置
之

樹
上
、
亦
無
服
紀
。
子
孫
死
、
父
母
農
夕
巽
之
。
父
母
死
、
子
孫
不
適
」
と
記
る
さ
れ
る
如
く
で
あ
る
。
ま
た
原
山
煙
属
は
最
近
の
研
究
「
タ

イ
ル
ダ
ル
の
葬
送
」
に
お
い
て
、
『
元
朝
秘
史
』
を
く
わ
し
く
研
究
し
、
チ
ソ
ギ
ス
汗
は
マ
ソ
グ
ト
部
の
戦
士
タ
イ
ル
ダ
ル
の
戦
死
に
さ
い
し
、

彼
の
遺
骨
を
カ
ル
カ
河
畔
の
崖
の
上
に
置
か
せ
た
。
こ
れ
は
鎮
魂
再
生
を
念
じ
て
の
骨
格
保
存
の
一
種
で
あ
り
、
樹
上
葬
の
変
形
で
あ
る
と
し

　
　
③

て
い
る
。

　
こ
う
し
た
樹
上
葬
は
、
近
世
の
黒
龍
江
地
方
や
黒
龍
江
下
流
の
ツ
ン
グ
ー
ス
族
、
オ
ロ
チ
ョ
ン
族
、
松
花
江
下
流
域
の
ゴ
ル
デ
イ
（
赫
哲
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

族
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
内
藤
湖
南
氏
に
よ
れ
ば
、
風
葬
の
記
事
は
、
清
朝
人
の
記
録
の
中
で
は
、
方
式
済
が
乾
飯
二
十
二
年
前
後
に
著
し

た
『
龍
沙
紀
略
』
が
最
旧
の
も
の
の
一
だ
と
い
う
。
方
式
済
は
次
の
よ
う
に
記
る
し
て
い
る
。

　
　
東
北
辺
有
風
葬
竃
違
。
人
死
以
鋼
裏
　
、
懸
深
山
大
樹
間
。
将
腐
、
怯
臆
懸
、
布
　
於
地
、
以
砕
石
逐
体
薄
掩
之
、
如
其
宛
然
。

　
ま
た
清
の
皇
図
匿
の
『
寧
古
塔
急
心
』
に
は
、
黒
龍
江
下
流
の
黒
斤
（
ゴ
ル
デ
イ
）
の
樹
上
葬
に
つ
き
、
　
「
又
菓
北
五
六
百
里
為
呼
集
喀
、

又
六
百
里
為
黒
斤
、
又
六
百
里
為
非
耕
馬
、
総
名
烏
黒
縫
子
（
中
略
）
堅
田
片
蓋
裏
　
下
棺
、
以
木
立
挿
器
量
、
置
旧
干
架
上
。
倹
富
木
将

朽
、
乃
入
土
」
と
記
る
し
て
い
る
。

　
近
年
の
ゴ
ル
デ
イ
（
赫
哲
・
黒
斤
）
の
葬
送
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
調
査
報
告
や
研
究
書
も
多
い
が
、
樹
上
葬
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
し
た
も
の

と
、
こ
れ
を
否
定
し
た
も
の
と
が
あ
る
。
樹
上
葬
が
お
こ
な
わ
れ
な
い
と
し
た
も
の
、
お
よ
び
否
定
は
せ
ぬ
ま
で
も
、
樹
上
葬
が
お
こ
な
わ
れ

た
と
は
記
る
し
て
い
な
い
も
の
に
は
、
徐
宗
亮
が
光
緒
十
五
年
に
公
刊
し
た
『
黒
龍
江
茶
瓶
』
（
巻
六
）
が
あ
る
。
次
の
よ
う
に
記
る
さ
れ
る
。

　
　
俗
有
喪
、
樹
木
桿
於
庭
上
。
挫
長
幡
、
以
示
遠
近
、
起
藍
屋
、
置
枢
其
中
、
或
数
日
、
或
十
数
日
、
界
之
郊
外
。
親
属
服
粗
白
布
。
無
麻
。

　
　
赴
弔
者
、
亦
白
冠
。
初
多
火
葬
。
或
近
水
置
之
、
随
江
漂
而
没
。

　
火
葬
や
水
葬
が
多
い
と
い
う
。
最
近
の
一
・
A
・
律
パ
！
チ
ン
の
研
究
『
ア
ム
ー
ル
河
流
域
原
住
民
聞
の
葬
送
儀
礼
』
（
一
九
六
〇
年
刊
）
に
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⑤

よ
れ
ば
、
近
年
の
ア
ム
ー
ル
河
流
域
の
ゴ
ル
デ
イ
族
に
は
、
樹
上
葬
は
み
ら
れ
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
同
書
に
よ
れ
ば
、
死
者
は
屋
内
で
座

席
と
同
じ
高
さ
に
作
ら
れ
た
特
製
の
台
上
に
横
た
え
ら
れ
、
新
し
い
着
衣
と
か
え
ら
れ
、
顔
面
を
白
布
で
覆
わ
れ
る
。
埋
葬
は
一
両
日
中
に
お

こ
な
わ
れ
る
が
、
父
兄
や
子
の
臨
在
な
し
に
は
葬
儀
は
執
行
さ
れ
な
い
慣
行
で
あ
る
か
ら
、
近
親
者
不
在
の
時
は
、
夏
期
で
も
葬
儀
延
期
二
三

週
間
に
及
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
翻
心
は
門
戸
か
ら
で
は
な
く
窓
か
ら
屋
外
に
運
び
出
さ
れ
、
棺
に
納
め
ら
れ
る
。
埋
葬
は
極
め
て
簡
単
で
、
近
接

し
た
森
林
中
に
浅
い
穴
を
掘
り
、
棺
を
納
め
、
上
に
横
に
板
を
わ
た
し
土
を
か
け
る
。
棺
と
板
と
の
問
に
は
隙
間
が
あ
る
。
墓
所
で
犬
を
殺
し
、

そ
の
上
に
大
鹿
の
皮
を
か
け
た
の
ち
、
そ
の
皮
を
墓
所
の
傍
の
一
本
の
杭
に
か
け
る
。
故
人
の
持
物
・
カ
ヌ
ー
・
オ
ー
ル
な
ど
を
墓
上
に
お
い

て
葬
儀
は
終
と
な
る
。
参
列
者
は
、
後
を
ふ
り
む
か
ず
、
立
留
ら
ず
、
故
人
の
家
に
帰
る
。
寡
婦
は
七
昼
夜
墓
所
に
居
り
、
そ
の
他
の
近
親
者

は
近
寄
ら
ぬ
と
い
う
。
埋
葬
と
い
う
点
で
藩
老
衛
の
葬
儀
と
は
形
式
を
異
に
す
る
が
、
動
物
の
皮
を
木
に
掛
け
る
こ
と
、
葬
儀
の
一
劃
期
が
七

日
で
あ
る
こ
と
は
、
兀
者
衛
の
習
俗
と
似
て
い
る
。

　
赤
松
館
城
氏
の
調
査
報
告
『
満
蒙
の
民
族
と
宗
教
』
に
よ
れ
ば
、
ゴ
ル
デ
イ
で
は
、
ま
ず
死
者
の
足
元
で
焼
紙
を
お
こ
な
い
、
果
謁
し
、
故

人
の
目
下
の
者
は
白
衣
（
孝
恩
）
を
着
用
し
、
叩
頭
の
の
ち
入
棺
し
、
墓
地
に
赴
い
て
埋
葬
す
る
。
死
後
は
七
日
お
き
に
四
十
九
日
間
、
近
親

一
同
が
集
り
、
供
物
　
　
饅
頭
、
米
飯
、
白
菜
、
素
麺
、
鶏
卵
、
魚
等
－
を
捧
げ
、
線
香
を
上
げ
て
叩
頭
す
る
。
四
十
九
日
が
終
る
と
次
は

百
日
目
、
故
人
の
誕
生
日
、
次
の
命
目
、
翌
年
の
命
日
と
三
年
の
問
、
年
忌
を
営
む
。
三
歳
以
内
の
幼
児
の
死
亡
の
時
は
、
死
体
を
藁
に
包
み
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

畑
中
で
火
葬
し
、
四
歳
か
ら
十
歳
の
子
供
は
、
藁
に
包
み
山
間
に
風
葬
し
、
或
は
土
葬
す
る
と
い
う
。
葬
儀
に
白
布
を
用
い
る
こ
と
、
葬
祭
が

七
日
お
き
に
七
回
な
さ
れ
る
こ
と
、
百
日
を
以
て
服
喪
期
間
の
一
区
切
り
と
す
る
こ
と
な
ど
の
諸
点
に
お
い
て
、
兀
者
衛
の
葬
送
儀
礼
と
赫
哲

の
そ
れ
と
は
近
似
性
が
あ
る
。
赫
哲
の
葬
儀
に
白
布
を
用
い
、
服
喪
期
間
が
七
日
で
あ
る
こ
と
は
、
　
『
黒
龍
江
志
稿
』
巻
樽
、
地
理
、
風
俗
の

条
に
「
赫
哲
人
、
父
母
死
。
以
白
布
首
長
枕
、
又
作
白
箪
合
家
守
嬰
単
管
。
蜜
七
日
、
服
満
而
除
」
と
見
え
る
記
録
と
も
符
合
す
る
。

　
近
世
の
赫
哲
族
に
樹
上
葬
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
、
、
と
し
た
の
は
凌
無
声
で
あ
る
。
彼
は
『
松
花
江
下
游
的
赫
哲
族
』
に
次
の
よ
う
に
遮
る

　
　
　
⑦

し
て
い
る
。
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赫
哲
人
、
打
囲
死
飯
山
中
時
、
請
取
大
樹
幹
一
段
、
先
将
樹
的
一
面
研
平
、
再
話
成
槽
形
罪
作
棺
、
上
面
亦
世
一
槽
形
之
樹
作
棺
蓋
、
屍

　
　
納
木
型
、
用
樹
皮
門
札
嬉
与
棺
蓋
。
然
器
用
有
樹
影
之
樹
四
半
、
上
架
両
横
木
、
其
上
再
欄
樹
枝
舗
成
一
台
、
高
約
丈
余
、
棺
即
下
於
台

　
　
上
。
素
量
不
知
架
台
、
下
屋
樹
皮
掛
棺
於
樹
上
、
越
二
三
年
後
、
屍
体
腐
化
、
死
者
画
家
属
入
山
薦
骨
、
納
入
鹿
皮
乱
売
中
、
負
回
屯
中

　
　
再
葬
。
枯
骨
至
家
時
、
放
在
院
中
、
不
得
野
鼠
室
内
。
再
葬
正
先
在
地
中
掘
下
愚
、
深
約
一
尺
五
寸
、
所
用
之
棺
有
傍
如
上
述
木
槽
形

　
　
的
、
亦
有
脂
漏
大
樹
枝
餅
成
木
排
挿
入
土
中
成
一
棺
形
的
、
其
大
小
視
屍
肯
而
定
。
如
上
骨
上
筋
肉
未
載
腐
化
、
則
須
穿
上
衣
冠
而
後
埋

　
　
葬
。
棺
蓋
須
露
出
地
面
。
上
面
蕃
土
堆
成
一
棺
形
、
前
高
後
底
。
他
薦
現
時
倶
用
漢
人
棺
木
。
重
葬
王
事
、
亦
傍
有
之
。
墓
地
常
在
屯
的

　
　
附
近
或
屯
中
、
昔
時
更
有
葬
於
家
中
院
内
者
。
葬
法
有
一
定
方
向
、
頭
二
足
東
。

　
棺
の
製
作
法
、
樹
架
の
設
置
法
、
遺
骸
処
理
の
こ
と
な
ど
、
記
述
は
き
わ
め
て
く
わ
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
ア
ム
ー
ル
河
流
域
の
ツ
ン
グ
ー
ス
族
が
樹
上
葬
を
保
存
し
て
い
る
こ
と
は
、
ロ
パ
ー
チ
ン
も
報
告
し
て
い
る
。
同
報
告
書
に
よ
れ
ば
9
0
三

族
は
森
林
中
に
小
屋
付
の
台
を
建
て
、
遺
骸
は
棺
に
納
め
た
の
ち
台
上
に
の
せ
、
死
者
の
顔
は
海
あ
る
い
は
河
に
む
け
る
。
純
粋
の
ツ
ン
グ
ー

ス
で
は
、
遺
骸
は
ト
ナ
カ
イ
の
皮
中
に
包
み
こ
み
、
故
人
の
私
有
物
、
武
器
、
食
器
等
と
共
に
同
じ
木
に
か
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
物
は
す
べ

て
一
部
分
が
破
壊
さ
れ
、
食
器
の
底
に
は
穴
が
あ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
物
も
、
こ
の
世
を
離
れ
て
自
由
な
魂
と
な
り
、
か
の
世

に
お
い
て
死
者
に
奉
仕
せ
し
め
る
た
め
、
死
に
至
ら
し
め
た
た
め
と
い
う
。
ま
た
ニ
オ
ラ
ッ
ツ
ェ
も
、
ヤ
ク
ー
ト
入
、
ツ
ン
グ
ー
ス
人
が
死
骸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

を
馴
鹿
の
皮
に
縫
い
こ
め
た
の
ち
樹
上
に
置
き
、
死
霊
が
下
り
ら
れ
ぬ
よ
う
に
小
枝
を
伐
り
払
う
習
慣
を
報
告
し
て
い
る
。

　
オ
ロ
チ
ョ
ン
の
葬
儀
に
つ
い
て
は
、
　
『
黒
龍
江
外
記
』
巻
六
に
「
呼
倫
貝
爾
、
布
特
吟
。
入
死
控
樹
上
。
恣
鳥
鳶
食
。
以
肉
醤
為
升
席
。
世

有
鳥
樹
齢
之
説
、
即
軽
爆
」
と
見
え
、
　
『
黒
龍
江
志
稿
』
巻
六
、
地
理
、
風
俗
の
条
に
「
那
倫
春
人
、
其
住
江
省
各
城
者
、
一
切
礼
俗
与
満
洲

同
。
豊
艶
森
林
游
皇
嗣
、
凡
死
者
用
大
樹
繋
穴
強
之
。
藩
論
十
二
樹
叉
鋤
。
一
年
後
埋
之
、
殆
有
無
古
樹
雲
速
風
湿
」
と
記
る
さ
れ
る
よ
う
に
、

紅
軍
か
、
樹
豊
後
埋
葬
と
い
う
形
式
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
　
『
満
蒙
の
民
族
と
宗
教
』
所
収
、
秋
葉
隆
氏
の
オ
ロ
チ
ョ
ン
族
調
査
報
告
に
よ
れ
ば
、

樹
上
葬
は
特
に
小
児
の
死
亡
時
に
お
こ
な
わ
れ
、
大
人
の
場
合
は
通
常
土
葬
で
あ
っ
た
と
い
う
。
小
児
は
死
後
ま
た
帰
り
来
る
が
故
に
樹
葬
す
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⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

る
と
い
い
、
そ
の
高
さ
は
六
七
尺
で
あ
っ
た
。
ま
た
泉
靖
一
氏
の
「
オ
μ
チ
ョ
ソ
族
踏
査
報
告
」
に
よ
れ
ば
、
大
人
が
死
ぬ
と
納
携
し
、
そ
の

入
が
生
前
最
も
よ
く
乗
っ
た
馬
を
殺
し
て
皮
を
剥
ぎ
、
こ
れ
で
根
を
包
ん
で
埋
葬
す
る
。
そ
し
て
馬
の
肉
を
食
い
酒
を
汲
み
サ
マ
ン
が
祈
を
捧

げ
る
。
も
し
棺
が
緊
急
に
入
手
で
き
ぬ
時
は
、
身
の
丈
位
の
棒
を
二
本
地
面
に
立
て
、
そ
の
間
に
板
を
渡
し
、
そ
の
上
に
横
臥
せ
し
め
、
棺
が

入
手
次
第
埋
葬
す
る
。
年
が
め
ぐ
り
三
月
の
清
明
節
（
げ
巴
塁
9
が
来
る
と
、
巴
算
置
げ
霧
罫
⇔
な
る
金
箔
お
よ
び
紙
を
、
そ
の
人
の
死
亡
場

所
で
焼
き
、
焼
け
残
り
を
親
族
同
志
で
分
け
あ
い
、
故
人
か
ら
馬
を
も
ら
っ
た
と
し
て
持
ち
帰
る
。
子
供
の
死
ん
だ
時
は
、
架
を
作
り
樹
上
葬

を
お
こ
な
い
、
納
棺
、
埋
葬
は
お
こ
な
わ
な
い
。
こ
れ
は
子
供
の
肉
が
腐
り
、
白
骨
が
地
に
墜
ち
る
時
、
亡
児
再
び
母
の
胎
内
に
宿
る
と
儒
ぜ

ら
れ
て
い
る
た
め
だ
と
い
う
。

　
樺
太
ポ
ロ
ナ
イ
河
上
流
地
方
の
オ
ロ
ッ
コ
の
樹
上
葬
に
つ
い
て
は
、
明
治
四
三
年
、
石
田
収
蔵
氏
が
写
真
付
で
報
告
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

れ
ば
、
昔
時
オ
ロ
ヅ
コ
は
み
な
風
葬
（
樹
上
葬
）
で
あ
っ
た
が
、
近
年
は
ロ
シ
ヤ
風
と
な
り
、
墓
地
に
は
十
字
架
が
建
て
て
あ
る
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
ソ
ロ
ン
（
索
倫
）
族
の
葬
儀
に
つ
い
て
は
、
上
牧
瀬
三
郎
氏
の
『
ソ
ロ
ソ
族
の
社
会
』
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
元
来
死
体
は
原
野
に
放

置
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
棺
に
納
め
埋
葬
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
十
歳
以
下
の
幼
児
の
遺
体
は
、
布
片
に
包
み
野
原
に

棄
て
ら
れ
る
。
父
母
の
死
亡
時
に
は
、
子
は
苞
日
間
白
衣
を
着
け
、
妻
を
失
っ
た
夫
は
、
三
十
日
興
白
帯
を
着
け
、
夫
に
死
な
れ
た
寡
婦
は
、

三
年
間
白
衣
を
着
る
と
い
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
考
察
を
と
げ
た
う
え
で
、
兀
早
早
の
葬
送
形
式
に
た
ち
か
え
っ
て
考
え
る
と
、
兀
者
衛
人
が
受
け
継
い
で
来
た
樹
上
葬
の
系

譜
は
、
古
代
ツ
ン
グ
ー
ス
、
女
真
、
満
洲
族
に
は
類
似
性
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
古
代
レ
ル
コ
・
モ
ン
ゴ
ル
系
部
族
、
近
年
の

シ
ベ
リ
ヤ
・
ツ
ン
グ
ー
ス
、
オ
ロ
チ
ョ
ソ
、
赫
哲
族
の
う
け
つ
い
だ
樹
上
葬
の
系
譜
中
に
位
躍
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
近
年
の
略
音
に
、

樹
上
葬
が
次
第
に
す
た
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
諸
調
査
に
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
兀
者
衛
に
お
い
て
も
、
頭
臼
は
火
葬
で
あ
っ
た
。
火
葬
は
い
わ

ば
新
し
い
風
習
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
時
代
の
経
過
に
と
も
な
い
、
そ
れ
は
民
衆
に
ひ
ろ
く
普
及
し
、
樹
上
葬
が
次
第
に
姿
を
消
し
た
も
の
と
推

定
さ
れ
る
。
葬
儀
が
樹
上
葬
で
あ
る
こ
と
、
葬
儀
に
白
布
を
用
い
る
こ
と
、
七
碍
、
百
日
を
以
て
服
喪
期
間
の
画
期
と
す
る
点
に
お
い
て
、
明
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代
兀
者
衛
の
葬
送
形
式
は
．
赫
哲
族
の
そ
れ
に
近
似
し
て
い
る
、

　
①
　
『
李
朝
太
宗
実
録
』
巻
一
九
、
十
年
四
月
己
酉
。

　
②
『
李
朝
徽
祖
実
録
』
巻
二
五
、
七
年
八
月
辛
巳
。

　
③
　
原
幽
燵
「
タ
イ
ル
ダ
ル
の
葬
送
」
　
『
史
林
』
第
五
七
巻
三
号
、
一
九
七
四
年
覧

　
　
月
、
琶
四
…
1
五
三
。

　
④
　
内
藤
湖
南
「
龍
沙
紀
略
解
題
」
　
『
満
蒙
叢
書
』
五
、
大
正
十
年
五
月
。

　
⑤
　
H
〈
¢
昌
｝
い
。
娼
舞
貯
℃
§
恥
ら
ミ
馬
母
ミ
鳥
恥
§
匙
§
§
禽
導
恥
噴
畑
ミ
き
湧
ミ
、

　
　
導
馬
匿
ミ
暗
ミ
轡
勘
笥
鐸
H
Φ
Φ
O
　
螺
簿
げ
⑦
匹
国
界
鳥
■

　
⑥
赤
松
智
能
∵
秋
葉
隆
『
満
蒙
の
民
族
と
宗
教
』
一
七
五
頁
。

　
⑦
凌
純
声
『
松
花
江
下
游
的
赫
哲
族
』
上
冊
、
二
一
＝
頁
。

　
⑧
注
⑤
の
書
の
七
三
頁
。七

　
家
屋
と
農
耕

⑨
牧
野
弘
一
（
李
弘
植
）
訳
、
ニ
オ
ラ
ッ
ツ
ェ
著
、
『
シ
ベ
リ
ア
諸
民
族
の
シ
ヤ

　
ー
マ
ソ
教
』
生
活
社
。
昭
和
十
八
年
四
月
、
　
一
〇
頁
。

⑯
　
赤
松
智
城
・
秋
葉
隆
『
満
蒙
の
民
族
と
宗
教
』
八
三
頁
。

⑪
鼻
鱒
靖
二
「
オ
ロ
チ
ョ
ン
族
踏
査
報
出
口
」
『
民
仇
族
必
ず
研
究
』
垂
垂
ゴ
糊
巷
　
聞
写
、
昭
和

　
十
二
年
一
月
、
三
九
一
｝
三
一
頁
。

⑫
　
石
田
収
蔵
「
樺
太
オ
ロ
ッ
コ
の
墓
所
」
『
東
京
入
類
学
会
雑
誌
』
第
二
五
巻
五

　
号
、
一
九
一
〇
年
二
月
、
｝
九
七
頁
。

⑬
上
牧
瀬
三
郎
『
ソ
ロ
ン
族
の
社
会
』
昭
和
十
五
年
三
月
、
生
活
社
。
八
七
一

　
八
八
頁
。

　
〔
家
屋
〕
　
兀
者
衛
人
の
家
屋
に
つ
き
、
都
児
也
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
兀
者
尋
人
の
生
活
様
式
は
、
オ
ロ
チ
ョ
ン
の
そ
れ
と
は
性
格
を
異

に
し
て
い
た
た
め
、
兀
者
乱
人
の
住
居
も
、
〆
高
チ
ョ
ソ
的
な
白
樺
の
円
錐
型
天
幕
で
は
な
く
、
河
川
流
域
を
中
心
と
し
た
定
住
生
活
に
相
応

し
い
、
固
定
し
た
木
造
家
屋
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
兀
民
訴
の
家
屋
に
つ
い
て
の
直
接
の
記
録
は
遺
存
し
な
い
が
、
同
時
代
に
お
け
る
周

辺
部
族
の
そ
れ
は
、
参
考
と
な
ろ
う
。
明
代
中
期
の
弘
治
四
年
、
東
京
城
地
方
に
出
兵
し
た
朝
鮮
の
副
元
帥
李
季
全
が
、
尼
麻
車
兀
狭
恰
の
家

屋
構
造
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
発
言
し
た
。
追
贈
車
兀
狭
恰
は
、
点
者
衛
人
と
同
じ
く
兀
面
構
と
よ
ば
れ
る
部
族
に
属
し
て
い
る
。
遼
東
か
ら

遠
く
離
れ
た
東
京
城
地
方
で
も
、
か
よ
う
な
開
化
ぶ
り
を
示
し
て
い
た
と
い
う
点
で
、
参
考
と
す
る
に
足
る
。
　
『
李
朝
成
宗
実
録
』
に
次
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
①

う
に
記
る
さ
れ
る
。

　
　
上
日
屠
室
感
量
。
季
全
日
、
一
嘗
之
室
、
其
制
与
唐
人
居
室
相
似
。
此
則
兀
狭
恰
昔
時
警
護
開
原
衛
之
入
、
男
婚
女
嫁
、
累
代
而
居
。
故

　
　
其
居
室
之
制
、
如
此
。
上
灘
其
計
活
認
諾
。
季
全
日
、
臣
蓄
髪
斡
朶
里
兀
良
恰
、
居
室
不
豊
、
室
朧
阪
随
。
兀
独
恰
測
受
壷
浄
黎
、
又
作

143 （143）



ム

罎
ほ
星
藝
雪
嚢
§
一

蝉
・
a

帥
夏

一
山
…

　　　　1｛，き　　　　　　　c
pt’＝°

f’ww
ai ｛〕

二

占
徳

圓三三

a．rt　（nalian）

b．火燧（ya鳳ko献））

c。竈　　（鉦tfulte）

d．饒禦

e．慰
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屋家

　
　
大
横
糧
米
。
家
家
有
心
砧
、
田
地
沃
饒
、
犬
琢
難
焦
焦
多
引
見
。
上
日
有
瓦

　
　
屋
乎
。
季
全
日
、
皆
茅
屋
也
。

　
同
時
代
史
料
で
は
な
い
が
、
康
煕
二
十
一
年
三
月
二
十
七
欝
、
藩
祖
に
題
面
し

て
大
烏
剣
村
（
今
の
鳥
拉
街
）
に
入
っ
た
高
士
奇
の
紀
行
文
は
、
同
地
域
の
家
屋

史
料
と
し
て
参
考
に
な
る
。
　
『
魑
従
東
巡
日
録
』
巻
下
に
曰
く
。

　
　
其
居
、
算
木
為
概
。
上
覆
以
板
、
復
加
三
田
旛
。
壁
亦
以
木
為
之
。
汚
泥
其

　
　
上
。
地
下
苦
寒
、
屋
高
僅
丈
余
。
独
槻
束
爾
扉
。
一
室
之
内
、
航
周
三
面
。

　
　
燈
火
里
下
、
寝
食
起
居
其
上
。
錐
盛
夏
、
如
京
師
八
月
蒔
。

　
板
葺
・
草
葺
の
木
造
家
屋
と
い
う
点
で
、
明
代
の
尼
麻
車
兀
四
温
と
謡
初
の
大

鳥
痢
村
の
家
屋
構
造
と
は
類
似
し
て
い
る
。
ま
た
昭
和
十
二
年
冬
赫
下
血
の
民
俗

学
的
調
査
に
当
た
ら
れ
た
赤
松
智
城
幾
は
、
阿
哲
族
の
家
屋
に
つ
い
て
、
　
「
現
今

は
満
洲
族
人
及
漢
人
の
朽
屋
と
余
り
変
っ
た
所
は
な
い
」
と
述
べ
、
上
に
掲
げ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

よ
う
な
家
屋
見
取
図
を
示
さ
れ
た
。
こ
れ
を
清
初
大
鳥
拉
村
の
家
屋
構
造
と
比
較
す
る
と
、
両
者
の
酷
似
し
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。

　
大
鳥
嘲
村
の
家
屋
に
は
航
が
あ
っ
た
。
航
は
『
三
朝
北
盟
会
編
』
巻
藁
に
「
其
俗
、
依
山
谷
而
居
。
聯
木
為
棚
。
屋
高
数
尺
、
無
理
、
覆
以

木
板
、
或
以
上
皮
、
或
以
草
綱
謬
之
。
豊
艶
簾
壁
、
叢
叢
以
木
。
門
皆
東
向
、
環
屋
為
土
床
、
熾
火
降
下
、
与
寝
食
起
居
其
上
、
謂
導
坑
、
以

取
其
媛
」
と
記
る
さ
れ
る
如
く
、
金
代
初
期
に
は
す
で
に
存
し
た
。
満
洲
旗
人
英
和
が
道
光
八
1
十
一
年
頃
著
わ
し
た
『
卜
魁
城
賦
』
に
は
、

規
の
構
造
や
燃
料
等
に
つ
き
「
屋
内
叢
書
三
面
、
或
露
華
馬
糞
、
半
焼
草
木
枝
葉
、
禦
寒
。
外
型
傳
為
筒
、
以
出
多
気
、
韓
語
呼
蘭
是
也
」
と

記
る
さ
れ
る
。
明
代
卜
者
衛
人
の
住
居
も
、
か
よ
う
な
抗
を
そ
な
え
た
木
造
で
、
赫
哲
の
そ
れ
に
似
た
構
造
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
兀
墨
筆

人
は
忽
刺
再
製
素
瓶
を
自
称
し
た
。
満
洲
黒
鼠
巳
碧
は
航
の
煙
突
の
謂
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
の
自
称
も
彼
等
の
家
屋
構
造
と
何
等
か
の
関
係
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明代フ℃者衛に関する研究（河内）

が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
兀
今
夕
人
の
家
屋
は
、
木
造
板
葺
、
或
は
茅
葺
で
あ
っ
た
ろ
う
か
ら
朽
ち
や
す
く
、
発
掘
調
査
に
よ
る
確
認
も
、

多
く
の
場
合
、
成
果
は
望
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
〔
農
耕
〕
　
前
掲
の
赤
松
智
城
壁
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
赫
哲
族
の
一
軒
の
家
は
、
穀
倉
と
豚
小
屋
等
か
ら
成
る
数
箇
の
付
属
建
造
物
を
伴
な
っ

て
お
り
、
穀
倉
は
校
倉
つ
く
り
で
、
倉
庫
と
母
屋
と
の
周
辺
に
耕
作
地
が
続
き
、
家
屋
に
近
い
耕
作
地
に
は
疏
薄
類
が
、
次
に
は
玉
蜀
黍
・
粟
．

大
豆
等
の
類
が
作
ら
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
明
代
思
者
衛
の
農
業
経
営
の
実
態
も
、
都
児
也
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
程
度
の
規

模
で
あ
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
。
清
掻
の
建
州
女
直
の
農
耕
に
つ
い
て
、
李
民
設
の
『
建
州
量
見
録
』
に
は
、
　
「
土
地
肥
饒
、
禾
穀
調
号
、
早
田

諸
種
、
無
断
有
之
。
絶
無
水
田
、
只
種
山
稲
、
秋
扇
掘
讐
以
蔵
、
漸
次
躍
食
、
故
日
暖
、
便
有
腐
臭
」
と
記
る
さ
れ
、
ほ
ぼ
同
時
代
、
同
地
方

を
歩
い
た
国
田
兵
右
衛
門
は
『
礎
靱
漂
流
記
』
に
「
一
、
縫
鞄
に
て
日
本
の
者
共
被
殺
候
処
よ
り
、
同
餅
糊
三
十
五
日
路
の
問
に
、
田
は
一
切

無
御
座
候
。
粟
稗
其
外
雑
穀
は
、
日
本
の
如
く
に
て
候
」
と
記
る
し
て
い
る
の
も
参
考
と
な
ろ
う
。

　
清
朝
初
期
の
烏
拉
街
地
方
で
の
農
耕
に
つ
い
て
、
高
士
奇
は
『
塵
港
東
巡
日
録
』
巻
下
に
次
の
よ
う
に
記
る
し
て
い
る
。

　
　
理
解
穫
宜
穀
宜
稗
。
三
月
播
種
、
八
月
穫
刈
、
蓋
三
月
之
前
、
地
山
未
開
、
八
月
以
後
隈
霜
耳
遠
、
計
子
親
与
溝
場
時
、
不
過
四
月
有
余
。

　
　
不
施
糞
概
、
不
加
耕
褥
、
可
足
終
歳
之
用
、
土
膏
肥
沃
可
知
。

　
土
壌
肥
沃
な
た
め
、
わ
ず
か
の
労
力
で
一
歳
の
用
に
足
る
収
穫
を
得
た
と
い
う
。
ま
た
同
地
方
の
虞
村
の
倥
民
の
生
活
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
な
興
味
深
い
記
録
を
残
し
て
い
る
。
右
文
に
引
き
つ
づ
き
曰
く
、

　
　
虞
村
、
居
人
二
千
余
芦
、
皆
八
旗
壮
丁
。
夏
取
珠
、
秋
取
蔓
、
冬
取
額
皮
、
以
給
公
家
及
出
府
之
用
。
男
女
耕
作
、
終
歳
勤
動
。
亦
有
充

　
　
水
手
論
難
。
漁
戸
捕
魚
、
或
入
山
欝
欝
皮
者
。
其
食
甚
鄙
廼
。
其
衣
、
富
者
不
過
蕪
電
燈
統
細
布
。
貧
者
、
惟
馬
蝉
及
猫
犬
樟
鹿
牛
羊
之

　
　
皮
。
間
有
以
大
魚
皮
黒
衣
者
。
珠
蛙
生
支
江
山
漢
中
、
人
於
五
六
月
間
、
入
水
採
老
蛙
剖
取
。
最
大
老
充
貢
。
其
色
微
青
、
不
甚
光
。

　
清
初
の
虞
村
人
と
明
代
兀
老
思
人
と
で
は
、
居
住
区
を
ほ
ぼ
等
し
く
し
て
い
る
か
ら
、
両
者
は
何
等
か
の
血
縁
に
結
ば
れ
た
人
々
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
間
に
二
百
数
十
年
の
時
間
的
へ
だ
た
り
は
存
す
る
が
、
社
会
の
進
歩
の
緩
慢
な
時
代
で
あ
る
か
ら
、
両
文
化
の
落
差
は
小
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さ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
春
は
耕
作
し
、
夏
は
珠
を
取
り
、
秋
は
古
謡
採
取
に
い
そ
し
み
、
冬
は
瑠
皮
を
取
り
、
終
歳
勤
労
す
と
い
っ
た
生
活
は
、

そ
の
ま
ま
兀
者
衛
人
の
そ
れ
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
以
上
に
考
察
し
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ω
明
代
訳
者
衛
の
生
活
圏
は
、
今
日
の
吉
林
省
烏
拉
街
地
方
に
存
し
た
。
②
　
亡
者
衛
人
が
兀
秋
肥
と

よ
ば
れ
る
部
族
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
第
四
項
土
産
・
牧
畜
の
条
に
お
い
て
論
じ
た
生
活
様
式
、
お
よ
び
葬
送
形
式
に
お
い
て
、
兀
者
衛
人
の

そ
れ
は
今
日
の
赫
哲
族
の
そ
れ
に
近
似
し
て
い
る
た
め
、
兀
者
超
人
は
赫
哲
族
の
祖
先
で
あ
る
か
、
乃
至
は
両
者
と
も
共
通
の
祖
先
か
ら
出
た

部
族
で
あ
る
蓋
然
性
が
強
い
、
と
い
う
二
つ
の
結
論
に
導
か
れ
る
。
そ
れ
は
遼
・
金
・
元
代
の
兀
惹
・
兀
々
改
・
吾
老
・
兀
者
お
よ
び
明
代
の

兀
者
女
直
が
、
ゴ
ル
デ
イ
（
赫
哲
）
と
同
様
の
部
族
で
あ
っ
た
と
な
す
和
田
清
博
士
の
見
解
と
、
全
く
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
①
　
『
李
朝
成
宗
実
録
』
巻
二
五
九
、
二
十
二
年
十
一
月
戊
子
。
拙
稿
「
明
代
の
東
　
　
　
　
②
　
赤
松
智
城
『
溝
蒙
の
士
族
と
宗
教
』
一
七
一
頁
。

　
京
城
地
方
」
　
『
田
村
博
士
頒
寿
東
洋
史
論
雀
隠
昭
和
四
十
三
年
五
月
、
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
理
大
学
教
授
．
奈
良
市
帯
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Mais　nous　retrouvons・aussi　des　panicularit6　de　chaque　“empire”　par－

tant　de　sa　censtruction　sociale，　de　sa　situation　politique　ou　militaire，　en

ce　qui　concerne　son　d6veloppement　territorial　ou　sa　structure　du　gou－

vernement．

The　Making　Process　of　the　System　of　the　Sanmon　Embassy

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mamoru　Shimosaka

　　This　article・will　deal・　with　the　political　history　of　Emptakuv’i　Temple

延暦寺．．，・　in　the　Muromachi室町period．　Hitherto，．the　studies　on　this

sublect　have　la呈d　stress　on　the　Santo山徒who　had　begun　to　gather

strength　in　Kyoto　by　being　engaged　in　money　lending．・　However，　in

view　of　the　relation　between　Enryaleu－di　Temp玉e　and　the　Bafeufa幕府，

the　infiuence　of　the　Santo　wko　made　Enryakuv’i　Temple　the　base　aRd

the　centre　of　their　lives　sltould　be　much　more　appreciated．

　　Since　’tlie　civil　war　in　the　peried　of　Arorthern　and　Soathern　Dynasties

南北朝，the　Muromachi　Bafeufu室町幕府had　not　succeeded　in　controiling

the　rebellious　Santo．　Therefore，　in　the　reign　of　Ashihaga　Yoshimitsu

足利義満，the　Baleufu◎rgahized　some　of　the　infiuential　Santo　as　the

Sanmon　Ambassadors山門使節in　order　to　P玉ace　them　under　its　control．

In　otker　words，　the　Babufu　tried　to　exercise　its　power　over　them　by

investing　them　with　the　same　several　privileges　as　the　Shugo守護had，

withln　the　territory　of　Sanmon　N　FS．　This　・policy　toward　Sanmon　once

almost　failed　in　consequence　of　the　‘　Sanmon　riot　dupting　the　Eikyo

Era’永享の山門騒乱which　was　raised　by　the　Sanmon　Ambassadors．　In

the’end，　however，　this　policy　werked　we11　to　rule　the　Santa

A．Study　of　Wu－che－wei：兀者衛in　the　Ming明Era

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshihiro　Kawachi

　　Wu－che－wei　is　a　tribe　of　the　’1’unguses　who　lived　’in　the　basiR　of　the

Sungari　River．、．松花江．　Few　records　rema圭n　today　conceming　this　tribe．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（エ51）



In　January　of　the　21st　year　of　Korean　Se－jong世宗（1439）a　Wu－che－wei

whose　name　was　Tou－erh・yeh都児也vis呈ted　Korea，　and　his　words　were

recorded　in　yガ。－sの●o％g・s伽（～g李朝世宗実録　（The　Authentic　Account　of

Sev’ong　in　the　Yi　Dynasty）．

　　The　writer　deals，　according　to　what　Tou－erh－yeh　told　then，　with　the

positlon，　marrlage，　funeral　on　the　tree，　etc．　of　Wu－che－wei．

　　In　the　first　and　second　cliapters　he　discusses　the　extent　of　Hai－hsi－

nit・chih海西女直in　the　Ming　era　aRd　the　process　of　a　Wu．che．wei

coming　to　visit　Korea，　and　in　the　third　chapter　he　estimates　that　the

base　of　Wu－che－wei　in　the　Ming　era　was　located　in　the　dlstrict　of

Wu－la－chieh鳥拉街，　Chi－lin－sheng吉林省as　it　is　called　now．　From　the

fottrtk　to　the　seventh　chapter　he　makes　comments　on　the　system　of

marriage，　a　ceremonial　exchange　of　betrothal　gifts，　the　marriage　age，

｝evirate，　funeral　on　the　tree，　etc．　of　Wu－che－wei，　and　estimates，　from

the・similarity　of　their　life　aRd　funeral　styles　and　living　quarters，　that

Wu－cke－wei　in　the　Ming　era　is　congeneric　with　the　Goldi赫哲族ln

moderR　ages．
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